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す す
る る
普 施
及 策
啓 の
発 基
及 本
び 的
活 方
動 向
の

め を 協 の
る 定 議 推
も め し 進
の る て に
と も 、 積
す の 毎 極
る と 年 的
。 す 度 な

る 、 役
。 犯 割

罪 を

ち
を をづ
受 受く
け けり
る るに
こ こつ
と とい の をて 防 防理 止 止解 に すし 配 る

す く 。
る り ）
に に の
当 関 実
た す 行
っ る が
て 総 よ
は 合 り
、 的 困
市 な 難
町 施 と

安 の 本 ま
心 実 と ち
な 現 な づ
ま に る く
ち 寄 事 り
づ 与 項 に
く す を つ
り る 定 い
」 こ め て
と と る 、
は を こ 県

支
援
に
関
す
る
事
項

の 果
な た
い す
安 も
全 の
で と
安 す
心 る
な 。
ま
ち

、 慮 よ犯 す う罪 る 努行 よ め為 う るに 努 とよ め とり る も自 こ に
ら と 、
が に そ

と 策 な
の を る
連 策 よ
携 定 う
に し に
努 、 生
め 及 活
る び 環
も 実 境
の 施 を
と す 整

、 目 と の
犯 的 に 責
罪 と よ 務
行 す り 並
為 る 、 び

。 犯 に（
人 罪 事
の の 業
生 な 者
命 い 及
、 安 び

づ
く
り
に
関
す
る
施
策
を
推

被 よ の
害 っ 事
を て 業
受 、 活
け 犯 動
る 罪 を
こ の 行
と な う
を い に
防 安 当
止 全 た

す る 備
る 責 す
。 務 る

を こ
有 と
す を
る い
。 う

。

身 全 県
体 で 民
、 安 の
自 心 役
由 な 割
又 ま を
は ち 明
財 づ ら
産 く か
に り に
危 を す

五

進
す
る
た
め
に
県
が
取
り

す で っ
る 安 て
よ 心 、
う な 犯
努 ま 罪
め ち 行
る づ 為
こ く に
と り よ
に の り

害 推 る
が 進 と
及 し と
ぶ 、 も
罪 も に
に っ 、
当 て 犯
た 県 罪
る 民 の
行 が な



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

第
十
四
条

学
校
教
育

第 第（ （ （
児 十 財 る 十 推
童 三 政 も 二 進
等 条 上 の 条 体
に の と 制
対 県 措 す 県 の
す は 置 る は 整
る 、 ） 。 、 備
犯 犯 市 ）

第 第（
ま 十 民 よ 十
ち 一 間 う 条
づ 条 団 必
く 体 要 県
り 県 等 な は
に は の 措 、
関 、 自 置 事
す 事 発 を 業

第 ３ ２（ （
学 報 九 情
習 を 条 報 県 犯
の 適 の は 罪
機 切 県 提 、 の
会 に は 供 犯 な
の 提 、 ） 罪 い
確 供 犯 の 安
保 す 罪 な 全

第 ３（
で 八 犯 三
安 条 罪 知
心 の 事 前
な 事 な は 二
ま 業 い 、 号
ち 者 安 取 に
づ 及 全 組 掲
く び で 方 げ

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二

罪 罪 町
行 の 及
為 な び
の い 民
防 安 間
止 全 団
） で 体

安 等
心 と
な 連
ま 携
ち し

る 業 的 講 者
活 者 な ず 及
動 、 活 る び
が 県 動 も 県
促 民 の の 民
進 又 促 と が
さ は 進 す 犯
れ こ ） る 罪
る れ 。 の
よ ら な
う の い
に 者 安

） る 行 い で
も 為 安 安
の に 全 心
と よ で な
す る 安 ま
る 被 心 ち
。 害 な づ

の ま く
防 ち り
止 づ 推
に く 進
資 り 期

り 県 安 針 る
推 民 心 を も
進 の な 定 の
期 間 ま め の
間 に ち た ほ
を 広 づ と か
設 く く き 、
け 積 り は 犯
る 極 推 、 罪
。 的 進 遅 の

に 期 滞 な
犯 間 な い

十
六
号
）
に
規
定
す
る
学
校

づ つ
く つ
り 、
に 犯
関 罪
す の
る な
施 い
策 安
を 全
推 で

、 の 全
技 組 で
術 織 安
的 す 心
な る な
助 民 ま
言 間 ち
そ の づ
の 団 く
他 体 り
の に

す 推 間
る 進 は
た 期 、
め 間 毎
、 の 年
犯 趣 十
罪 旨 月
行 に 十
為 ふ 一
の さ 日
発 わ か

罪 ） く 安
の 、 全
な こ で
い れ 安
安 を 心
全 公 な
で 表 ま
安 す ち
心 る づ
な も く
ま の り

（
大
学
を
除
く
。
）
、
専
修

進 安
す 心
る な
た ま
め ち
、 づ
必 く
要 り
な に
財 関
政 す

（
支 以 つ
援 下 い
を て「
行 民 の
う 間 関
も 団 心
の 体 と
と 等 理
す 」 解
る と を
。 い 深

生 し ら
の い 同
状 事 月
況 業 二
、 を 十
犯 実 日
罪 施 ま
行 す で
為 る と
に も す
よ の る

ち と に
づ す 関
く る す
り 。 る
の 施
推 策
進 を
に 推
関 進
す す
る る

学
校
（
高
等
課
程
を
置
く
も

上 る
の 施
措 策
置 を
を 積
講 極
ず 的
る に
よ 推
う 進
努 す

う め
。 る
） よ
が う
自 に
発 す
的 る
に た
行 め
う 、
犯 学

る と 。
被 す
害 る
を 。
防
止
す
る
た
め
の

活 た
動 め
を に
行 必
う 要
意 な
欲 事
を 項
高
め
る

の
に
限
る
。
）
若
し
く
は

め る
る た
も め
の の
と 体
す 制
る を
。 整

備
す

罪 習
の の
な 機
い 会
安 が
全 確
で 保
安 さ
心 れ
な る

対
策
そ
の
他
の
必
要
な
情

た
め
、
犯
罪
の
な
い
安
全

六
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と 傷
な 害
る 、
よ 暴
う 行
に 、
、 強
当 制

第 ３ ２（
十 道 該
六 路 前 知 共
条 等 条 事 同

に 第 は 住
道 お 四 、 宅
路 け 項 公 の
、 る 及 安 共
公 犯 び 委 用

第 ５（
を を 十 住 更
管 供 五 宅 知 す
理 給 条 に 事 る
す し 侵 及 も
る よ 住 入 び の
者 う 宅 し 教 と
は と て 育 す（
、 す 当 行 委 る

４ ３
る く 制

知 。 知 必 わ
事 要 い事
及 な せ及
び 措 つび
教 置 、教
育 を 強育

か委 講 姦委 ん

２
置 幼 は 各

前 を 児 同 種
項 講 法 学（
に ず 以 第 校
規 る 下 五 （
定 よ 十 十「
す う 児 九 九
る 努 童 条 歳

該 わ
道 い
路 せ
等 つ
を 、
整 強
備 姦
し 、
、 略
又 取
は 誘
管 拐

園 罪 第 員 に
、 行 五 会 供
自 為 項 と す
動 の の 協 る
車 防 規 議 部
駐 止 定 し 分

か 車 ） は て をん

場 、 、 整
又 前 前 備
は 項 項 し
自 の の 、
転 指 犯 又

住 る 該 わ 員 。
宅 事 住 れ 会
に 業 宅 る は
侵 者 の 犯 、
入 又 存 罪 第
し は す 行 三
て 共 る 為 項
行 同 敷 の の
わ 住 地 防 指
れ 宅 内 止 針
る の ） を（
犯 当 工 定

員 ず 及員
会 る び会
は よ 略は
、 う 取、
犯 努 誘公
罪 め 拐安
に る の委
係 も 罪員

のる の会
と社 犯と
す 罪会 協
る 行状

者 め 等 の 未
は る 」 二 満
、 も と 第 の
民 の い 一 外
間 と う 項 国
団 す 。 に 人
体 る ） 規 を
等 。 に 定 専
と 対 す ら
連 し る 対
携 て 施 象
し 行 設 と

理 、
す 窃
る 盗
よ 、
う 強
努 盗
め 及
る び
も 恐
の 喝
と の

車 針 罪 は
駐 に 行 管
車 つ 為 理
場 い に す

て よ る（
以 準 る よ
下 用 被 う

す 害 努「
道 る を め
路 。 適 る
等 切 も

罪 該 作 め
行 共 物 、
為 同 等 又
の 住 を は
実 宅 含 こ
行 の む れ
が 存 。 を
よ す 以 変
り る 下 更
困 敷 こ し
難 地 の た

議
。 為況 し

そ のて
の 実、
他 行前
の が二
事 よ項
情 りのを 困犯勘 難罪案 で行し あ

て わ す（
、 れ 以 る
児 る 下 も
童 犯 の「
等 罪 学 に
が 行 校 限
当 為 等 る
該 の 」 。
学 実 と ）
校 行 い 、
等 が う 児

す 罪
る の
。 犯

罪
行
為
の
実
行
が
よ

」 か の
と つ と
い 効 す
う 果 る
。 的 。
） に
を 防
設 止
置 す
し る
、 た

で 内 項 と
あ の に き
る 工 お は
よ 作 い 、
う 物 て 遅
な 等 同 滞
構 を じ な
造 含 。 く
及 む ） 、
び 。 を こ
設 以 設 れ

為て るに必 よよ要 うるが に被あ す害る るをと た適認 め切め 、
かる 必
つと 要

に よ 。 童
通 り ） 福
う 困 を 祉
経 難 設 法
路 で 置 （
に あ し 昭
お る 、 和
い よ 又 二
て う は 十
当 に 管 二
該 す 理 年

り
困
難
で
あ
る
よ
う
な
構
造

又 め
は の
管 指
理 針
す を
る 定
者 め
は る
、 も
当 の
該 と

備 下 計 を
を こ し 公
有 の 、 表
す 項 住 す
る に 宅 る
も お に も
の い 係 の
と て る と
な 同 工 す
る じ 事 る
よ 。 を 。

効き な
果 情は
的 報、
に を公
防 収安
止 集委
す し員
る 、会
た 及と
め び協
の 検議

児 る す 法
童 た る 律
等 め 者 第
に 、 は 百
対 必 、 六
し 要 学 十
て な 校 四
行 設 等 号
わ 備 に ）
れ 及 侵 に
る び 入 規

及
び
設
備
を
有

七 す
る
も
の

道 す
路 る
等 。
に
お
け
る
殺
人
、

う ） 施
に の 工
、 共 し
当 用 、
該 に 若
住 供 し
宅 す く
又 る は
は 部 住
当 分 宅

指 討し
針 して
を、 、
定前 そ
め項 の
るの 結
も指 果
の針 に
とを 基

変 す づ

殺 体 し 定
人 制 て す
、 の 、 る
傷 整 児 児
害 備 童 童
、 そ 、 福
暴 の 生 祉
行 他 徒 施
、 の 又 設
強 措 は 又
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山 こ
平 口 の る
成 県 条 附 検
十 景 例 査
八 観 は 則 を
年 条 、 拒
三 例 平 み
月 を 成 、

二 一
の 対 件
提 正 し の 正
出 当 て 提 当
若 な 、 出 な
し 理 答 若 理
く 由 弁 し 由
は な せ く な

山
次 口 障
の 県 平 害
各 障 条 成 者
号 害 例 十 自
の 者 第 八 立
い 自 四 年 支
ず 立 号 三 援
れ 支 月 法

３ ２
こ
の 第 知
条 附 十 事
例 四 は
は 則 条 、
、 第 公
平 四 安
成 項 委

二 こ 十 妨
十 こ 八 げ
二 に 年 、
日 公 四 若

布 月 し
す 一 く
る 日 は
。 か 忌

ら 避
施 し
行 た
す 者

提 し ず は し
示 に 、 提 に
を 、 若 示 、
し 法 し を 障
、 第 く せ 害
又 十 は ず 者
は 条 虚 、 自
同 第 偽 若 立
項 一 の し 支
の 項 答 く 援
規 の 弁 は 法
定 規 を 虚

か 援 二 第
に 法 十 九
該 第 二 条
当 九 日 第
す 条 一
る 第 項
者 一 及
は 項 び
、 及 第
十 び 十
万 第 条
円 十 第

十 及 員
八 び 会
年 第 と
四 五 協
月 項 議
一 の し
日 規 て
か 定 、
ら は 前
施 、 項
行 前 の
す 項 犯

る
。

（
に 定 し 偽 平
よ に た の 成
る よ 者 報 十
当 る 告 七
該 報 若 年
職 告 し 法
員 若 く 律
の し は 第
質 く 虚 百
問 は 偽 二
に 物 の 十

以 条 一
下 第 項
の 一 の
過 項 規
料 の 定
に 規 に
処 定 係
す に る
る 係 罰
。 る 則

罰 に

る の 罪
。 指 行

針 為
に に
つ よ
い る
て 被
準 害
用 を
す 適
る 切

対 件 物 三
し の 件 号
て 提 の 。
、 出 提 以
答 若 出 下
弁 し 若 「
せ く し 法
ず は く 」
、 提 は と
若 示 提 い
し を 示 う

則 関
に す
関 る
す 条
る 例
条 を
例 こ

こ
に
公
布

。 か
つ
効
果
的
に
防
止
す
る
た

山
口
県
知
事

二

く せ を 。
は ず し ）
虚 、 、 第
偽 若 又 九
の し は 条
答 く 同 第
弁 は 項 一
を 虚 の 項
し 偽 規 の
、 の 定 規
若 報 に 定

山 す
る口 。

県
知
事

二

め
の
指
針
を
定
め
る
も
の
と

井

関

成

し 告 よ に
く 若 る よ
は し 当 る
同 く 該 報
項 は 職 告
の 虚 員 若
規 偽 の し
定 の 質 く
に 物 問 は
よ 件 に 物

井

関

成

す
る
。

八
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７
よ
っ 良
て 好
成 な
り 景
立 観
つ の
も 形

６ ５
て と は
、 良 と 、 良
行 な 当 好好
わ る 該 なな
れ 者 制 景景
な の 約 観観
け 自 が のの
れ 主 生 整形

４ ３
者 す い 下
、 良 べ 。 良 に
県 て こ こ好 好
民 の の れな な
そ 者 場 ら景景
の の 合 が観 観
他 意 に 調はは
景 見 お 和、、

２ 第 （
産 二 基 び

良 と 条 本 地
好 し 理 域
な て 良 念 社
景 、 好 ） 会
観 現 な の
は 在 景 健
、 及 観 全

第 山（
基 一 目 口
本 条 的 県
と ） 山 条
な こ 口 例
る の 県 第
事 条 景 五
項 例 観 号
を は 条

の 成
で は
あ 、
る 景
こ 観
と が
を 、
旨 そ
と れ
し を
て 構
、

ば 的 ず 備成
な か る 又は
ら つ こ は、
な 積 と 保現
い 極 と 全に
。 的 な にあ

な る 当る
協 者 た良
力 の っ好
が 意 てな
得 見 、景
ら が 一

観 が い し観 地
の 併 て た域光
形 せ 、 土そ 住
成 考 良 地民の
に 慮 好 利の他
参 さ な 用意の
加 れ 景 が向地
し な 観 なを域
よ け が さ踏間
う れ 県 れまの
と ば 民 るえ交
す な 共 こ

地 び は な
域 将 、 発
の 来 美 展
自 の し に
然 県 く 寄
、 民 風 与
歴 が 格 す
史 そ の る
、 の あ こ
文 恵 る と
化 沢 国 を
等 を 土 目

定 、 例
め 良
る 好
こ な
と 景
に 観
よ の
り 形
、 成
良 に
好 つ
な い成

行 す
わ べ
れ き
な 個
け 々
れ の
ば 土な 地ら 、な 建い

観
れ 十 定を
る 分 の保
よ に 生全
う 考 活す
特 慮 様る
に さ 式こ 配 れ のと 慮 る 維の し と 持み て と 、な 行 も 定

、流
る ら 通 とその
す な の 等れ促
べ い 資 をぞ進
て 。 産 通れに
の で じの大者 あ て地きに る 、域なよ こ その役り と の個割、 に 整性をそ か 備

と 享 の 的
人 受 形 と
々 で 成 す
の き と る
生 る 潤 。
活 よ い
、 う の
経 、 あ
済 持 る
活 続 豊
動 的 か

景 て
観 、
の 基
形 本
成 理
に 念
関 を
す 定
る め
施 、
策 及築。 物

そ
の
他
の
工
作
物
又
は

ら わ に 期ず れ 、 的、 な 当 な新 け 該 作た れ 景 業に ば 観 の良 な の 実好 ら 整 施な な 備 そ
景 い 又 の
観 。 は 他

及担の ん 及びう形 が び特も成 み 保色のに 、 全ので向 地 が伸あけ 域 図長るて 住 らにこ一 民 れ資と体 の な
すに的 み け
るかな な れ

等 に な
と そ 生
の の 活
調 整 環
和 備 境
に 及 の
よ び 創
り 保 造
形 全 に
成 が 不
さ 図 可

を び
総 県
合 の
的 責
か 務
つ を
計 明
画 ら
的 か
に に
推 す

物
件
の
外
観
の
み
な
ら
ず
、

を 保 特
創 全 定
出 に の
す つ 人
る い の
こ て 生
と 、 活
を 良 に
含 好 つ
む な い
も 景 て

よん取 ら ば
うが組 ず な
、みが 、 ら
そ、な 良 な
の地さ 好 い
多域れ な 。
様のな 景
な活け 観
形性れ の
成化ば 形
がにな 成

れ ら 欠
る れ な
も な も
の け の
で れ で
あ ば あ
る な る
こ ら こ
と な と
に い に
か 。 か

進 る
し と
、 と
も も
っ に
て 、
県 良
民 好
生 な
活 景
の 観

そ
れ
を
見
る
者

九 の
認
識
に

の 観 の
で の 制
あ 恵 約
る 沢 が
こ を 生
と 享 ず
を 受 る
旨 す 場
と る 合
し こ に

図資ら に
らすな つ
れるい い
なよ。 て
けう 関
れ、 心
ば県 を

、 な有
事 らす
業 る な

ん ん
が が
み み
、 、
適 県
正 民
な 共
制 通
限 の
の 資

向 の
上 形
並 成
び に
に 関
地 す
域 る
経 施
済 策
及 の



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

附

則

第 ３ ２ 第（
れ 六 年 五
ば 条 次 前 県 条
な 報 条 は
ら 知 告 第 、 知
な 事 ） 三 前 事
い は 項 項 は
。 、 か の 、

毎 ら 指 基

５ ４ ３（
公 る
共 前 知 。 知
事 二 事 事
業 項 は は
の の 、 、
実 規 基 基
施 定 本 本
に は 方 方

２ 第
三 二 一 け 四

基 れ 条
前 良 良 本 ば
二 好 好 方 な 知
号 な な 針 ら 事
に 景 景 は な は
掲 観 観 、 い 、
げ の の 次 。 良

２ 第（ （
基 施 三 県
本 県 す 条 の
方 は る 責
針 、 責 県 務
） 良 務 は ）

好 を 、
な 有 前
景 す 条

年 第 針 本
、 五 に 方
県 項 従 針
議 ま っ に
会 で て 基
に の 、 づ
、 規 公 き
良 定 共 、
好 は 事 県
な 、 業 が
景 第 を 公
観 一 実 共

関 、 針 針
す 基 を の
る 本 策 案
指 方 定 を
針 針 し 作
） の た 成

変 と し
更 き よ
に は う
つ 、 と
い 遅 す
て 滞

る 形 形 に 好
も 成 成 掲 な
の に の げ 景
の 関 目 る 観
ほ す 標 事 の
か る に 項 形
、 施 関 を 成
良 策 す 定 に
好 に る め 関
な 関 事 る す
景 す 項 も る
観 る の 施

観 る に
の 。 規
形 定
成 す
に る
関 基
す 本
る 理
啓 念
発 （
及 以
び 下

の 項 施 事
形 の す 業
成 指 る を
の 針 も 実
状 に の 施
況 つ と す
及 い す る
び て る に
良 準 。 当
好 用 た
な す っ

る
準 な と
用 く き
す 、 は
る こ 、
。 れ あ

を ら公 か表 じし めな 、け

の 基 と 策
形 本 す の
成 的 る 総
に 事 。 合
関 項 的
す か
る つ
施 計
策 画
の 的
実 な

知 「
識 基
の 本
普 理
及 念
等 」
を と
通 い
じ う
て 。
、 ）

景 る て
観 。 良
の 好
形 な
成 景
に 観
関 の
す 形
る 成
施 を
策 図

県れ 民ば のな 意ら 見な をい 反。 映
す
る
こ

施 推
に 進
関 を
す 図
る る
重 た
要 め
事 の
項 基

本
的

基 に
本 の
理 っ
念 と
に り
対 、
す 良
る 好
県 な
民 景
の 観

に る
つ た
い め
て の
報 指
告 針
す を
る 定
と め
と な
も け

と
が
で
き
る
よ
う
に
適
切
な

な
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針

理 の
解 形
を 成
深 に
め 関
る す
よ る
う 施
努 策
め を
な 総

に れ
、 ば
こ な
れ ら
を な
公 い
表 。
し
な
け

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

」
と
い
う
。
）
を
定
め
な

け 合
れ 的
ば に
な 策
ら 定
な し
い 、
。 及

び
実

一
〇



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

第
三

第 条
三
条 児
第 童
七 福
号 祉
を 施

（
児 祉
童 六 五 サ
福 す ー
祉 る 障 障 ビ
施 こ 害 害 ス
設 と 者 者 事
条 。 自 自 業
例 立 立 等

第 （
二 山

第 条 口 五 四
三 県 に
条 山 身 障 当 障
第 口 体 害 た 害
一 県 障 者 り 者
号 身 害 自 意 自
中 体 者 立 見 立

第 山（
一 山 口

第 条 口 県
三 県 障 条
条 山 知 害 例
に 口 的 者 第
次 県 障 自 六
の 知 害 立 号
二 的 者 支

障 こ
平 害 の
成 者 条
十 自 例
八 立 は
年 支 、
三 援 平
月 法 成

次 設
の 条
よ 例
う （
に 昭
改 和
め 三
る 十
。 九

年
山
口

の 支 支 」
一 援 援 に
部 法 法 改
改 第 第 め
正 二 二 、
） 十 十 同

六 二 条
条 条 に
第 第 次
一 二 の
項 項 二
及 及 号

障 更 支 を 支「
身 害 生 援 述 援
体 者 相 法 べ 法
障 更 談 第 る （
害 生 所 二 こ 平
者 相 条 十 と 成
居 談 例 六 。 十
宅 所 の 条 七
生 条 一 第 年
活 例 部 一 法
支 改 項 律（
援 昭 正 の 第

号 障 更 援
を 害 生 法
加 者 相 の
え 更 談 施
る 生 所 行
。 相 条 に

談 例 伴
所 の う
条 一 関
例 部 係

改 条（
昭 正 例

二 の 十
十 施 八
二 行 年
日 に 四

伴 月
う 一
関 日
係 か
条 ら
例 施
の 行
整 す

県
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一

び び を
第 第 加
七 七 え
十 十 る
四 四 。
条 条
第 第
二 一
項 項
の の
規 規

事 和 ） 規 百
業 三 定 二
等 十 に 十
」 九 よ 三
を 年 り 号

山 、 ）「
障 口 市 第
害 県 町 二
者 条 に 十
自 例 対 二
立 第 し 条

和 ） の
三 整
十 備
九 に
年 関
山 す
口 る
県 条
条 例
例
第

備 る
に 。
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

定 定
に に
よ よ
る る
技 意
術 見
的 の
事 申
項 出
に に
つ 関

支 二 技 第
援 十 術 二
法 三 的 項

号 事 の（
平 ） 項 規
成 の に 定
十 一 つ に
七 部 い よ
年 を て り
法 次 の 、
律 の 協 市

二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

公
布
す
る
。

。 い す
て る
の こ
協 と
力 。
そ
の
他
市
町
に

第 よ 力 町
百 う そ が
二 に の 同
十 改 他 条
三 正 必 第
号 す 要 一
） る な 項
第 。 援 に
五 助 規
条 を 定
第 行 す

よ
う
に
改
正
す
る
。

山
口
県
知
事

二

一
一

対
す
る
必
要
な
援
助
に
関

一 う る
項 こ 支
に と 給
規 。 要
定 否
す 決
る 定
障 を
害 行
福 う

井

関

成



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

二

障
害
者
自
立

第 （
五 身 ３ ２ 第

第 条 体 三
十 障 臨 委 条
一 身 害 時 員
条 体 者 委 は 委
第 障 更 員 、 員
二 害 生 は 再 の
号 者 援 、 任 任

４ ３ ２（
任 帰
期 臨 特 の 委
） 時 別 促 員

委 の 進 は
員 事 又 、
は 項 は 精
、 を そ 神

第 第（ （
二 組 第 の 一 設
条 織 六 機 条 置

） 条 関 ）
審 を と 精
議 第 し 神
会 八 て 保
は 条 山 健

第 （
四 山

第 条 口 第 七
一 県 七
条 山 精 条 障
を 口 神 第 害
次 県 保 六 者
の 精 健 号 自
よ 神 福 及 立

支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第

を 更 護 当 さ 期
次 生 施 該 れ は
の 援 設 特 る 、
よ 護 条 別 こ 三
う 施 例 の と 年
に 設 の 事 が と
改 条 一 項 で す
め 例 部 に き る
る 改 関 る 。（
。 昭 正 す 。 た

和 ） る だ
四 調 し

知 調 の 保
事 査 自 健
が 審 立 又
任 議 と は
命 す 社 精
す る 会 神
る た 経 障
。 め 済 害

必 活 者
要 動 の
が へ 福
あ の 祉

、 と 口 及
委 し 県 び
員 、 精 精
十 第 神 神
四 二 保 障
人 条 健 害
以 か 福 者
内 ら 祉 福
で 第 審 祉
組 五 議 に
織 条 会 関
す ま す

う 保 祉 び 支
に 健 審 第 援
改 福 議 十 法
め 祉 会 一 （
る 審 条 条 平
。 議 例 第 成

会 の 七 十
条 一 号 七
例 部 中 年

改 法（ 「
昭 正 法 律
和 ） 第 第

百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
八

十 査 、
八 審 補
年 議 欠
山 が の
口 終 委
県 了 員
条 し の
例 た 任
第 と 期
七 き は
号 は 、

る 参 に
と 加 関
き の し
は 促 学
、 進 識
審 を 経
議 図 験
会 る の
に た あ
臨 め る
時 の 者

（
る で 以 る
。 を 下 法

二 律「
条 審 （
ず 議 昭
つ 会 和
繰 」 二
り と 十
下 い 五
げ う 年
、 。 法

四 六 百
十 条 二
年 の 十
山 二 三
口 第 号
県 四 ）
条 項 第
例 に 五
第 規 条
五 定 第
十 す 八

項
に
規
定
す
る
短
期
入
所
を

） 、 前
の 解 任
一 任 者
部 さ の
を れ 残
次 る 任
の も 期
よ の 間
う と と
に す す
改 る る

委 事 、
員 業 精
を に 神
置 従 障
く 事 害
こ す 者
と る の
が 者 医
で の 療
き う に
る ち 関

第 ） 律
一 を 第
条 置 百
の く 二
次 。 十
に 三
次 号
の ）
二 第
条 九
を 条

四 る 項
号 児 に
） 童 規
の 短 定
一 期 す
部 入 る
を 所 短
次 」 期
の を 入
よ 所「
う 短

提
供
す
る
こ
と
。

正 。 。
す
る
。

。 か す
ら る
、 事
知 業
事 に
が 従
任 事
命 す
す る
る 者
。 及

加 第
え 一
る 項
。 の

規
定
に
基
づ
き
、

（
に 期 以
改 入 下
正 所 「
す 」 短
る に 期
。 改 入

め 所
る 」
。 と

い
う

び
精
神
障
害
者
の
社
会
復

同
項
に
規
定
す
る
合
議
制

。
）
を
提
供
す
る
こ
と
。

一
二



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

第
一
条
中
「

水農
産林

第 山（
一 山 口
条 口 県

県 山 条
山 部 口 例
口 制 県 第
県 条 部 七
部 例 制 号
制 の 条

３
山 か 又

平 口 わ 前 は
成 県 ら 項 臨
十 部 ず の 時
八 制 、 規 委
年 条 平 定 員
三 例 成 に と
月 の 十 よ し

２ １（ （
山 経 施
口 こ 過 こ 行
県 の 措 の 期
精 条 置 条 日
神 例 ） 例 ）
保 の は
健 施 、
福 行 平

第 （
六 知

二 第 条 的
附 三 障

障 条 知 害
則 害 第 的 者

者 二 障 援
自 号 害 護
立 を 者 施

部部
」
を
「
農
林
水
産
部
」
に
改

条 一 例
例 部 の

改 一（
昭 正 部
和 ） を
三 改
十 正
一 す
年 る
山 等
口 の
県 条

二 一 八 り て
十 部 年 山 任
二 を 六 口 命
日 改 月 県 さ

正 三 精 れ
す 十 神 た
る 日 保 も
等 ま 健 の
の で 福 と
条 と 祉 み
例 す 審 な
を る 議 す

祉 の 成
審 際 十
議 現 八
会 に 年
条 山 四
例 口 月

県 一（
以 精 日
下 神 か

保 ら「
改 健 施
正 福 行

支 次 援 設
援 の 護 条
法 よ 施 例

う 設 の（
平 に 条 一
成 改 例 部
十 め 改（
七 る 昭 正
年 。 和 ）
法 五
律 十
第 二

め
る
。

条 例
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部

こ 。 会 。
こ の
に 委
公 員
布 と
す し
る て
。 任

命
さ
れ

後 祉 す
の 審 る
条 議 。
例 会
」 の
と 委
い 員
う 又
。 は
） 臨
第 時

百 年
二 山
十 口
三 県
号 条
） 例
第 第
五 一
条 号
第 ）
八 の

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
の

二 委
条 員
第 で
二 あ
項 る
又 者
は は
第 、
四 こ
項 の
の 条

項 一
に 部
規 を
定 次
す の
る よ
短 う
期 に
入 改
所 正
を す

山
口
県
知
事

二

任
期
は
、
改
正
後
の
条
例
第

規 例
定 の
に 施
よ 行
り の
、 日
山 に
口 、
県 第
精 四
神 条

提 る
供 。
す
る
こ
と
。

一
三

井

関

成

三
条
第
一
項
の
規
定
に
か

保 の
健 規
福 定
祉 に
審 よ
議 る
会 改
の 正
委 後
員 の



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

第 （
三 山

別 条 口
山 山 表 県

山 山 児口 口
口 口 童県 県 県 県 相

周 岩 中 児 談
南 国 央 童 所

中 東
名部 部

社 社
会 会
福 福
祉 祉

第 （
二 山

第 条 口 第
二 県 二
条 山 社 条
の 口 会 中 農 農
表 県 福 第 山 林
を 社 祉 八 漁 水
次 会 事 号 村 産

五
七 号 第 第

二 二
農 中 条 条
林 第 統 第「
水 社 三 計 一
産 会 号 に 号
部 福 関 に

児 相 条児 児
童 談 例童 童
相 所 の相 相 談 条 一

談 談 所 例 部
所 所 の 改（

項 昭 正
の 和 ）

周 岩 次 三
に 十

南 国 次 九
の 年

事 事
務 務 称
所 所

山 柳 位

口 井

置

の 福 務 を に 業
よ 祉 所 削 関 に
う 事 設 り す 関
に 務 置 、 る す
改 所 条 第 事 る
め 設 例 九 項 事
る 置 の 号 項
。 条 一 を

例 部 第
改 八（

昭 正 号
和 ） と

祉 中 す 次
」 る の「
の 国 事 よ
下 際 項 う
に 交 に

流 加「
及 」 え
び を る
青 。「
少 観
年 光
の 及

市 市 よ 山
う 口
に 県

下 岩 加 条
松 国 え 例
市 市 る 第
、 、 。 二
光 柳 十
市 井 五
、 市 号
周 、 ）

市 市

美 大
祢 島
郡 郡

阿 玖 所
武 珂
郡 郡

熊

二 す
十 る
九 。
年
山
口
県
条
例
第
五

健 び
全 国
育 際
成 交
」 流
を 」
加 に
え 改
、 め
同 、
条 同

南 大 の
市 島 一

郡 部
、 を
玖 次
珂 の
郡 よ
、 う
熊 に
毛 改
郡 正

毛
郡

管

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

第 号
六
号 を
中 削

り
を 、
削 同
り 条
、 第

四
を 号

す
る
。

区

域

う
に
改
正
す
る
。

と 中
し 「
、 及
同 び
条 青
第 少
七 年
号 の
を 健
次 全
の 育
よ 成
う 」
に を
改 削
め り
る 、
。 同

条
第

一
四



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

１（
附
属 こ
機 の
関 条
の 例
設 は
置 、
に 平

（
施 関 「
行 土 山期 附 木
日 建
） 則 築 口事

務
所 市

第 （
削 木 七 土
り 事 第 条 木
、 務 二 事
同 所 条 土 務
表 の 第 木 所
山 項 一 事 設
口 を 項 務 置
土 削 の 所 条

第 第（ （
六 山 五 山

第 条 口 条 口
二 県 県
条 山 農 山 労
第 口 林 口 政
二 県 事 県 事
項 農 務 労 務
及 林 所 政 所

第 （
四 山

第 条 口 別
二 県 表
条 山 保 中
第 口 健 「
二 県 所
項 保 条 山
を 健 例 口

関 成
す 十
る 八
条 年
例 四
の 月
一 一
部 日
改 か
正 ら
） 施

行

の
項
中 山

口「
市（

豊
田 阿
土 武
木 郡
事 阿
務 東
所 町

木 り 表 設 例
建 、 岩 置 の
築 同 国 条 一
事 表 土 例 部
務 柳 木 改（
所 井 建 昭 正
の 土 築 和 ）
項 木 事 二
中 建 務 十

築 所 三「
事 の 年山 務 項 山

び 事 設 事 条
第 務 置 務 例
三 所 条 所 の
項 設 例 条 廃
を 置 の 例 止
削 条 一 ）（
る 例 部 昭
。 改 和（

平 正 三
成 ） 十
十 九
年 年

削 所 の 県る 条 一
周。 例 部
南改（

昭 正 児
和 ） 童
三 相十

談九
年 所
山
口

す
る
。

の
所
管
区
域
を
除
く
。
）
」

所 中 口
の 県口 「
項 岩 条
中 国 例

市 第市 「
柳 十（
井 玖 四

山 市 珂 号
口 土 ）
市 熊 木 の

毛 事 一

山 山
口 口
県 県
条 条
例 例
第 第
一 二
号 十
） 七
の 号
一 ）

県 周
条
例 南
第
三 市
十
二
号 毛下
） 郡松
の 市
一 、

を
削
り
、
同
表
豊
田
土
木 」
事 に

郡 務 部
」 所 を
を の 次

所 の「
柳 管 よ
井 区 う
市 域 に

を 改
大 除 正
島 く す
郡 。 る

部 は
を 、
次 廃
の 止
よ す
う る
に 。
改
正
す
る

部 岩
を 国
次 市
の 、
よ 光
う 市
に 、
改 柳
正 井
す 市
る 、

務 改
所 め
の 、
項 同
を 表
削 阿
る 東
。 土

木
事
務

） 。
熊 」
毛 を
郡 「
」 岩
に 国
改 市
め
、 玖
同 珂
表 郡

。 。 周
南
市
、
大
島
郡
、
玖
珂
郡

一
五

所
の
項
を
削
り
、
同
表
下

大 」
島 に
土 改
木 め
事 、」

を 務 同
所 表
の 玖
項 珂
を 土

、
熊

」
を
削
る
。



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

５ ４（
二 一 山

次 口 第 山
山 山 に 県 九 口
口 口 掲 国 条 県
県 県 げ 民 中 卸
国 国 る 保 売「
民 民 条 護 農 市
保 保 例 協 林 場

３（ （
山 山
口 第 山 口
県 七 口 県 山
卸 条 県 青 口
売 中 青 少 県
市 少 年 漁「
場 環 年 問 業
審 境 問 題 振

「
別

山 表
口 中
県
農
村 山 山
振 口 口

２

別 附
山 表 属
口 知 機
県 事 関「
観 の の

山 光 部 設
口 審 山 置

護 護 の 議 部 審
対 協 規 会 」 議
策 議 定 条 を 会
本 会 中 例 条「
部 条 等 農 例「
条 例 総 の 林 （
例 合 一 水 昭（

平 政 部 産 和（
平 成 策 改 部 四
成 十 局 正 」 十
十 七 」 ） に 七
七 年 を 改 年

議 生 題 協 興
会 活 協 議 対
条 部 議 会 策
例 」 会 設 審
の を 設 置 議
一 置 条 会「
部 健 条 例
改 康 例 の
正 福 一（
） 祉 昭 部

部 和 改
」 二 正 漁

興 県 県
対 観 農
策 光 村
審 審 振
議 議 興
会 会 対

策
審
議
会

農

県 議 口 に
漁 会 県 関
業 条 す
振 例 る
興 審 条
対 議 例
策 会 （
審 の 昭
議 項 和
会 の 二

次 十
務観 に 八

年 山 め 山「
山 口 総 る 口
口 県 務 。 県
県 条 部 条
条 例 」 例
例 第 に 第
第 一 改 一
二 号 め 号
号 ） る ）
） 第 。 の
第 七 一

に 十 ） 業
改 八 の
め 年 振
る 山 興
。 口 に

県 つ
条 い
例 て
第 の
五 調
十 査

村
の
振
興 務観 農
に 光 村
つ 事 の
い 業 振
て に 興
の 関 に
調 す つ
査 る い

光 次 年
事 の 山
業 よ 口

漁 に う 県
業 関 に 条
の す 加 例
振 る え 第
興 重 る 五
に 要 。 十
つ 事 一
い 項 号

六 条 部
条 を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る

七 及
号 び
） 審
の 議
一 に
部 関
を す
次 る
の 事
よ 務
う

及 重 て
び 要 の
審 事 調
議 項 査
に に 及
関 つ び
す い 審
る て 議
事 の に
務 調 関

査 す

て に ）
の つ の
調 い 一
査 て 部
及 の を
び 調 次
審 査 の
議 及 よ
に び う
関 審 に
す 議 改

。 に
改
正
す
る
。

」

及 る
び 事
審 務
議
に
関
す

に る
改 事
め
る 」

る に 正
事 関 す
務 す る

る 。
事

。 を

一
六



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

方
第 独
二 立
条 行
第 政
一 法
項 人
中 を

い「

山
第 山 口
一 口 県
条 県 山 条
中 情 口 例

報 県 第「
県 公 情 九
が 開 報 号
」 条 公

山 こ
平 口 の
成 県 条 附
十 情 例
八 報 は 則
年 公 、
三 開 平
月 条 成

山
別 附 口

山 表 属 県
口 知 機 附 条
県 事 関 属 例
人 の の 機 第
権 部 設 関 八
施 山 置 の 号
策 口 に 設

附 三
平 属
成 機 山
十 関 口
八 の 県
年 設 緊
三 置 急
月 に 対

及 う
び 。
公 以
営 下
企 同
業 じ
管 。
理 ）
者 が
」 」
を に

改

を 例 開
条「 （

県 平 例
及 成 の
び 九 一
県 年 部
が 山 を
設 口 改
立 県 正
し 条 す
た 例 る
地 第 条

二 例 十
十 の 八
二 一 年
日 部 四

を 月
改 一
正 日
す か
る ら
条 施
例 行
を す

推 県 関 置
進 消 す に
審 費 る 関
議 者 条 す
会 苦 例 る

情 条（
処 昭 例
理 和 の
委 二 一
員 十 部

関人 会 八 を
す権 の 年 改

二 関 処
十 す 事
二 る 態
日 条 対

例 策
の 本
一 部
部 条
を 例
改 （
正 平
す 成「

、 め
公 る
営 。
企
業
管
理
者
及
び
県

方 十 例
独 八
立 号
行 ）
政 の
法 一
人 部

を（
地 次
方 の
独 よ

こ る
こ 。
に
公
布
す
る
。

るに 項 山 正
事係 の 口 す
務る 次 県 る
施 に 条 条
策 次 例 例
の の 第
推 よ 五
進 う 十
に に 一
必 加 号
要 え ）

る 十
条 七
例 年
を 山
こ 口
こ 県
に 条
公 例
布 第
す 三
る 号

が
設
立
し
た
地
方
独
立
行
政

立 う
行 に
政 改
法 正
人 す
法 る

。（
平
成
十
五

な る の
事 。 一
項 部
に を
つ 次
い の
て よ
の う
調 に
査 改
及 正

。 ）
第
六
条

法
人
」
に
改
め
、
同
条
第
二

年 山
法 口律
第 県
百 知十
八 事
号
）
第 二
二

び す
審 る
議 。
に

山
口
県
知
事

二

項
中
「
及
び

一 委
七 員

」
の
下

条
第 井
一
項
に 関
規
定
す 成
る
地

井

関

成



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

平
成
十
八
年
三
月

３
山 な 正 法
口 す 後 こ（
県 。 の 昭 の
個 山 和 条
人 口 三 例
情 県 十 の
報 情 七 施
保 報 年 行

２ １（ （
ち 経 施
、 こ 過 こ 行
公 措 の 期の
立 置 条 日条
大 ） 例 ）例
学 はの
法 、施
人 平行

第 （
第 る 服 十 県
十 。 五 がが

附 六 条 設あ
条 の 立る

則 中 二 し者
たは「

県 地、（
昭 が 方当

人 管 に
第 に 理 第 「
三 設 者 十 、
章 置 」 一 県
中 さ を 条 が
第 れ 第 設「
十 る 、 五 立
六 も 公 号 し
条 の 営 中 た

二
十
二
日

護 公 法 の
条 開 律 際
例 条 第 現
の 例 百 に
一 第 六 山
部 十 十 口
を 五 号 県
改 条 ） 情
正 の の 報
す 二 規 公
る の 定 開
条 規 に 条

山 成の
口 十際
県 八現
立 年に
大 四知
学 月事
が 一に
保 日対
有 かし
し らて
て 施さ
い 行

和 設 独該
三 立 立地
十 し 行方
七 た 政独
年 地 法立
法 方 人行
律 独 に政
第 立 対法
百 行 す人
六 政 るに
十 法 異対
号 人 議

の を 企 地「
前 含 業 機 方
に む 管 関 独
次 。 理 又 立
の ） 者 は 行
一 及 」 政（
条 」 び を 法
を に 県 人「
加 改 が 機 の
え め 設 関 役
る る 立 員（
。 。 し 県 」

例 定 よ 例
を に る 第
こ よ 不 七
こ り 服 条
に 公 申 第
公 立 立 一
布 大 て 項
す 学 の（
る 法 公 決
。 人 立 定

山 大 又

れ
る すて
公 るい
文 。る
書 山に 口係 県る 情も 報の 公は 開、

し
） が 申、
」 す 立行
を る て政
削 第 ）不
る 七服。 条審 第査 一法 項（ の昭 決

た が を
地 設 加
方 立 え
独 し る
立 た 。
行 地
政 方
法 独
人 立
」 行
に 政

口 学 は
県 法 開
立 人 示
大 山 請
学 口 求
に 県 に
対 立 係
し 大 る
て 学 不
さ が 作
れ 保 為

条公 例立 第大 五学 条法
の人
規山
定口
に県
よ立
る大

和 定三 又十 は七 当年 該法 地律 方第 独百 立
六 行
十 政

、 法
人「

合 を
議 含
制 む
機 。
関 以
等 下

同（
」 じ
を 。

た 有 に
行 し つ
政 て い
不 い て
服 る 知
審 公 事
査 文 に
法 書 対
の に し
規 係 て
定 る さ

開学
示に
の対
請し
求て

さ （
以れ
下た

開 「
開示
示請

号 法
） 人
の に
規 対
定 す
に る
よ 開
る 示
異 請
議 求
申 に

）「
合 又
議 は
制 」
機 に
関 改
等 め

、（
県 同
が 条
設 第

に も れ
よ の て
る に い
異 限 る
議 る 行
申 。 政
立 ） 不
て は 服
と 、 審
み 改 査

請求
求と
」み
とな
いす
う。
。
）
の
う

立 係
て る
を 不
す 作
る 為
こ に
と つ
が い
で て
き 不

立 八
し 号
た 中
地 「
方 及
独 び
立 公
行 営
政 企
法 業

一
八



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

第 第
三 三
十 十
七 二
条 条
第 中
二 「
項 （

第 （
審 行 三 県 第
査 政 十 が 四
法 法 一 設 章

人 条 立 中（
昭 に の し 第
和 対 二 た 三
三 す 地 十
十 る 県 方 二

じ 地（
」 。 第 第 方 第
を ） 六 独 五十

条 立 条又 六「
合 第 行 第は 条
議 一 政 三」 第
制 項 法 項に 三
機 第 人 第改 号
関 六 を 九め イ

る に 方
。 第 第 独「

四 、 二 立
条 県 条 行
第 が 第 政
三 設 二 法
項 立 項 人
第 し 中 を
一 た い「

山
第 山 口
一 口 県
条 県 山 条
中 個 口 例

人 県 第「
県 情 個 十
が 報 人 号
」 保 情

中 昭
和「

謄 三
本 十
」 七
を 年

法「
そ 律
の 第
謄 百
本 六
」 十

七 開 が 独 条
年 示 設 立 の
法 請 立 行 前
律 求 し 政 に
第 、 た 法 次
百 訂 地 人 の
六 正 方 に 一
十 請 独 対 条
号 求 立 す を
） 若 行 る 加
の し 政 異 え
規 く 法 議 る

等 号 い 号、 中
中 う 中同（ 「

県 。条 法 「 「
が 、 以 、第 令設 実 下 実十 」立 施 」 施号 をし 機 を 機中 「た 関 関法 「「
地 以 県 以及 令方 外 が 外び 等独 の 設 の公 」立 県 立 県

号 地 及 う
中 方 び 。

独 公 以「
職 立 営 下
員 行 企 同
並 政 業 じ
び 法 管 。
に 人 理 ）
」 の 者 が
を 役 」 」

員 を に「
職 」 改

を 護 報
条 保「

県 例 護
及 条（
び 平 例
県 成 の
が 十 一
設 三 部
立 年 を
し 山 改
た 口 正
地 県 す

に 号
改 ）
め 」
る を
。 削

る
。

定 は 人 申 。
に 利 が 立
よ 用 す て
る 停 る ）
異 止 第
議 請 十
申 求 二
立 に 条
て 係 第
を る 一
す 不 項

営 に行 の し の企 改政 機 た 機業 め法 関 地 関管 、人 」 方 」理 同に を 独 を者 条設 削 立 削」 第置 る 行 りを 六さ 。 政 、
号「れ 法、 「
中る 人 地公も を 方

「
員 を 、 め
、 加 公 る
」 え 営 。
に る 企
、 。 業

管「
職 理
員 者

及（
」 び
を 県

方 条 る
独 例 条
立 第 例
行 四
政 十
法 三
人 号

）（
地 の
方 一
独 部

る 作 、
こ 為 第
と に 二
が つ 十
で い 三
き て 条
る 不 第
。 服 一

が 項
あ 若
る し

営 「
機の 除 独企を 関 く 立業含 。 行又管む 次 政は理。 条 法」者） 第 人を及 一 法（ び 「

」 項機 （県に 第 平関が改 六 成
設 （

め 号 十県

が「
職 設
員 立
並 し
び た
に 地
県 方
が 独
設 立
立 行
し 政

立 を
行 次
政 の
法 よ
人 う
法 に

改（
平 正
成 す
十 る
五 。

者 く
は は
、 第
当 二
該 十
地 九
方 条
独 第
立 一
行 項
政 の

立る に 五がし。 お 年設た い 法立地 て 律し方 」 第た独 に 百地立 改 十方行 め 八独政 る 号立法 。 ）
行人 第

た 法
地 人
方 」
独 に
立 改
行 め
政 、
法 同
人 条
の 第
役 四

年 山
法 口律
第 県
百 知十
八 事
号
）
第 二
二

一
九

法 決
人 定
に 又
対 は
し 当
、 該
行 地
政 方
不 独
服 立

政」 二
法に 条
人、 第
を 一「
含合 項
む議 に
。制 規
以機 定
下関 す

等 同 る

員 項
及 中
び 「
職 及
員 び

委（
」 員
に 」
改 の
め 下

条
第 井
一
項
に 関
規
定
す 成
る
地



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

表 山
第 別 山 口
一 表 口 県
号 中 県 山 条
の 第 の 口 例
四 一 事 県 第
と 号 務 の 十
し の 処 事 一
、 二 理 務 号

山 り
平 口 公
成 県 立
十 の 大
八 事 学
年 務 法
三 処 人
月 理 山

３
大 る な 法 よ
学 不 こ す 人 る
が 作 の 。 山 開
保 為 条 口 示
有 に 例 県 の
し つ の 立 請
て い 施 大 求
い て 行 学 、

２ １（ （
経 施

こ 過 こ 行
の 措 の 期 附
条 置 条 日
例 ） 例 ） 則
の は
施 、
行 平

同 及 の 処
号 び 特 理
の 第 例 の
前 一 に 特
に 号 関 例
次 の す に
の 三 る 関
よ を 条 す
う 削 例 る
に り 条（
加 、 平 例
え 第 成 の

二 の 口
十 特 県
二 例 立
日 に 大

関 学
す に
る 対
条 し
例 て
の さ
一 れ
部 た

る 知 の が 訂
公 事 際 保 正
文 に 現 有 の
書 対 に し 請
に し 山 て 求
記 て 口 い 又
録 さ 県 る は
さ れ 個 公 個
れ て 人 文 人
て い 情 書 情
い る 報 に 報
る 行 保 記 の

の 成
際 十
現 八
に 年
知 四
事 月
に 一
対 日
し か
て ら
さ 施
れ 行

る 一 十 一
。 号 二 部

の 年 を
四 山 改
を 口 正
第 県 す
一 条 る
号 例 条
の 第 例
五 二
と 号

を 行
改 政
正 不
す 服
る 審
条 査
例 法
を の
こ 規
こ 定
に に

個 政 護 録 利
人 不 条 さ 用
情 服 例 れ の
報 審 第 て 停
に 査 十 い 止
係 法 二 る 、
る 条 個 消（
も 昭 第 人 去
の 和 一 情 若
に 三 項 報 し
限 十 、 に く

て す
い る
る 。
山
口
県
個
人
情
報
保

し ）
、 の
同 一
表 部
第 を
一 次
号 の
中 よ

う「
昭 に
和 改

公 よ
布 る
す 異
る 議
。 申

立
て
と
み
な
す

る 七 第 係 は
。 年 二 る 提
） 法 十 も 供
は 律 三 の の
、 第 条 は 停
改 百 第 、 止
正 六 一 公 の
後 十 項 立 請
の 号 若 大 求
山 ） し 学 （
口 の く 法 以

護
条
例
第
十
条
第
一
項
、
第

二 正
十 す
二 る
年 。
法
律
第
六
十
七
号

山 。
口
県
知
事

二

県 規 は 人 下
個 定 第 山 「
人 に 二 口 開
情 よ 十 県 示
報 る 九 立 請
保 不 条 大 求
護 服 第 学 等
条 申 一 に 」
例 立 項 対 と
第 て の し い
三 決 て う

二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二

。
」
を
削
り
、
同
号
を
同

井

関

成

（
十 公 定 さ 。
一 立 又 れ ）
条 大 は た の
の 学 開 開 う
二 法 示 示 ち
の 人 請 請 、
規 山 求 求 公
定 口 等 等 立
に 県 に と 大
よ 立 係 み 学

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

二
〇



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

ニ ハ

法 法
第 第
十 十
二 一
条 条

別
ロ イ 表 ロ イ第
法 法 七 法 法第 第 号 第 第十 十 の 九 九一 条 二 条 条条 第 イ の の

一
づ の
く 三
事
務 地
の 方
う 自
ち 治

ニ ハ ロ イ 条
の

法 法 法 法 三
第 第 第 第 に
八 八 三 十 規
十 十 十 六 定
七 三 八 条 す

一 一
九 の の
号 二 命 山
。 令 口
以 液 を 県
下 化 す 統
こ 石 る 計
の 油 こ 調第 第

一 二
項 項
（ （
法 法
第 第
十 十
三 三
条 条
第 第
二 二
項 項

第 一 か 五 五一 項 ら 第 第項 の ヌ 二 一登 ま（ 項 項法 録 で の の第 を を 規 規十 す 次 定 定三 る の に に条 こ よ よ よ第 と う る る二 。 に 告 届項 改

次 法
に （
掲 昭
げ 和
る 二
も 十
の 二

年
法
律
第

条 条 条 の る
第 第 の 二 液
一 三 三 第 化
項 項 の 二 石
の の 規 項 油
規 規 定 の ガ
定 定 に 規 ス
に に よ 定 設
よ よ る に 備
る る 届 よ 工
通 立 出 る 事

号 ガ と 査
に ス 条（
お の 山 例
い 保 口 （
て 安 県 昭

の 人 和「
法 確 口 二
」 保 移 十
と 及 動 五
い び 統 年
う 取 計 山

及 及
び び
法 法
第 第
十 十
四 四
条 条
第 第
三 三
項 項
に に

示 出及 め を をび る す 受法 。 る 理第 こ す十 と る四 。 こ条 と第 。三
項
に

六
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
に

報 入 を 命 に
を 検 受 令 係
す 査 理 を る
る を す す も
こ す る る の
と る こ こ に
。 こ と と 限

と 。 。 る
。 。

）

。 引 調 口
） の 査 県
に 適 に 条
基 正 係 例
づ 化 る 第
く に も 三
事 関 の 十
務 す に 四
の る 限 号
う 法 る ）
ち 律 。 第

お お
い い
て て
準 準
用 用
す す
る る
場 場
合 合
を を
含 含

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）

次 ） 三（
に 昭 。 条
掲 和 第
げ 四 一
る 十 項
も 二 の
の 年 規

法 定（
法 律 に
第 第 よ
三 百 る

む む
。 。
） ）
の の
規 規
定 定
に に
よ よ
る る
登 通
録 知

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
登
録

に
基

美 下 芳 町 田
祢 関 町 、 布
市 市 美 施、 東 町萩 町 、市 及

平及 び
び 秋 生

和 市 南 井 光
木 、 市 市 市
町 周 、 、 、
、 防 山 美 長
上 大 陽 祢 門
関 島 小 市 市
町 町 野 、 、
、 、 田 周 柳

十 四 申
八 十 告

下 下 各
松 関 市
市 市 町
、 、
岩 宇
国 部
市 市
、 、

の を
拒 す
否 る
を こ
す と

二 る 。
一 こ

と
。

を
す
る
こ
と
。



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

ヰ

法
第
三
十
二

ウ ム ラ ナ ネ ツ

法 法 法 法 法 法
第 第 第 第 第 第
二 二 二 二 二 二
十 十 十 十 十 十
九 八 八 七 六 五

ソ レ タ ヨ カ

法 法 法 法 法
第 第 第 第 第
二 二 二 二 二
十 十 十 十 十
五 四 三 三 三

別
ワ ヲ ル 表 ヌ リ

第
法 法 法 七 法 法
第 第 第 号 第 第
二 十 十 の 十 十
十 九 七 二 六 五
二 条 条 に 条 条

チ ト ヘ ホ
す

法 法 法 る 法
第 第 第 こ 第
十 十 十 と 十
四 四 三 。 二
条 条 条 条

条
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
す
る

条 条 条 条 条 条
の 第 第 第 第 第
規 三 一 二 一 二
定 項 項 項 項 項
に の の の の（
よ 規 許 法 許 規
る 定 可 第 可 定
許 に を 二 を に
可 よ す 十 す よ
の る る 八 る る
取 届 こ 条 こ 命
消 出 と 第 と 令

条 条 条 条 条
第 第 第 第 第
一 一 三 二 一
項 項 項 項 項
の の の の の
規 規 規 規 規
定 定 定 定 定
に に に に に
よ よ よ よ よ
る る る る る
勧 報 命 勧 勧
告 告 令 告 告

条 第 の 次 第 の
第 一 規 の 一 規
三 項 定 よ 項 定
項 の に う の に
の 規 よ に 規 よ
研 定 る 加 定 り
修 に 登 え に 閲
を よ 録 る よ 覧
す る の 。 る に
る 登 抹 届 供
こ 録 消 出 す
と の を を る

第 第 第 第
二 一 一 二
項 項 項 項
の の の （
規 規 更 法
定 定 新 第
に に を 十
よ よ す 三
る る る 条
届 届 こ 第
出 出 と 二
を を 。 項

こ
と
。

し を 。 二 。 を
を 受 項 す
す 理 に る
る す お こ
こ る い と
と こ て 。
。 と 準

。 用
す
る
場

を の を を を
す 徴 す す す
る 収 る る る
こ 又 こ こ こ
と は と と と
。 立 。 。 。

入
検
査
を
す

。 取 す 受 こ
消 る 理 と
し こ す 。
又 と る
は 。 こ
命 と
令 。
を
す
る
こ

受 受 、
理 理 法
す す 第
る る 十
こ こ 四
と と 条
。 。 第

三
項
及
び

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

る
こ
と
。

と
。

法
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い

る
条
件
の
付
加
を
す
る
こ
と

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

。 ）
の
規
定
に
よ
る
通
知
を

二
二



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

部
市 別
」 表
の 第
下 三
に 十

二「
及 号
び 中

ヲ ル ヌ リ
復

イ 法 法 等 法
か 第 第 を 第
ら 十 十 す 十
ル 九 九 る 五
ま 条 条 こ 条

チ ト ヘ ホ ニ

法 法 法 法 法
第 第 第 第 第
十 十 十 十 十
五 四 四 四 四
条 条 条 条 条

三
ハ ロ イ 基 十

づ の
法 法 法 く 二
第 第 第 事
十 十 十 務 都
四 四 四 の 市
条 条 条 う 緑

中
別「

柳 表 ク オ ノ
井 第
市 十 イ 動 法
」 五 か 物 第
の 号 ら の 三
下 ロ オ 愛 十
に 中 ま 護 三

山 「
口 及
市 び
」 宇
を 部
加 市
え 」
、 を
同 「
表 、
第 宇
三 部

で に に と に
に お お 。 お
掲 い い い
げ て て て
る 準 準 準
も 用 用 用
の す す す
の る る る
ほ 法 法 法
か 第 第 第
、 十 十 九

に 第 第 第 第
お 八 七 六 五
い 項 項 項 項
て の の の の
準 規 助 規 規
用 定 言 定 定
す に 又 に に
る よ は よ よ
法 る 勧 る る
第 協 告 届 届
九 議 を 出 出

第 第 第 ち 地
四 三 一 次 法
項 項 項 に （
の の の 掲 昭
規 規 許 げ 和
定 定 可 る 四
に に を も 十
よ よ す の 八
る る る 年
通 条 こ 法
知 件 と 律

で 及 条「 「
、 第 に び 第
美 五 掲 管 一
祢 条 げ 理 項
市 第 る に の
」 一 も 関 規
を 項 の す 定
加 」 の る に
え を ほ 法 よ
、 か 律 る「
同 第 、 施 報
表 十 法 行 告

十 市
四 及
号 び
中 山

口「
山 市
口 」
市 に
、 改
」 め
を 、

法 一 一 条
の 条 条 第
施 第 第 二
行 二 一 項
に 項 項 の
関 の の 規
す 規 規 定
る 定 定 に
事 に に よ
務 よ よ る
で る る 命

条 を す を を
第 受 る 受 受
一 け こ 理 理
項 る と す す
の こ 。 る る
規 と こ こ
定 。 と と
に 。 。
よ
る
命

を の 。 第
受 付 七
理 加 十
す を 二
る す 号
こ る 。
と こ 以
。 と 下

。 こ
の
号

第 条 の 令 の
三 第 施 の 徴
十 一 行 一 収
号 項 に 部 又
の 」 関 を は
次 に す 改 立
に 改 る 正 入
次 め 事 す 検
の 、 務 る 査
よ 同 で 政 を
う 表 あ 令 す

削 同
る 表
。 第

三
十
二
号
の
二
中

あ 立 報 令
っ 入 告 又
て 検 の は
規 査 徴 委
則 を 収 任
で す を 、
定 る す 公
め こ る 告
る と こ 及
も 。 と び
の 。 原

令
を
す
る
こ
と
。

に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。

に 第 っ る（
加 十 て 平 こ
え 八 規 成 と
る 号 則 十 。
。 の で 七

二 定 年
中 め 政

る 令「
下 も 第
関 の 三
市 百「

山
口
市
、
」
を
削
り
、
同
表

状
回

）
に

宇
部
市

」 九
の 十
下 号
に ）

附「
、 則
宇 第
部 二
市 条
」 第
を 二

第
三
十
三
号

二 の
三 二

中
「
宇

加 項
のえ

、 許
同 可
表 を
第 す
二 る
十 こ
八 と
号 。



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

山
こ 第 山 口
の 二 口 県
条 附 条 県 山 条
例 第 職 口 例
は 則 一 員 県 第
、 号 定 職 十
平 中 数 員 二
成 条 定 号「

山
平 口 第
成 県 五
十 職 条
八 員 の
年 定 二
三 数 の
月 条 表

３ ２（ （
開 規 掲 経

開 発 定 げ 改 過
発 行 は る 正 措
行 為 、 事 後 置
為 等 適 務 の ）
等 の 用 を 山
の 許 し 除 口
許 可 な く 県

１ （
二 一 施

こ 行
別 別 の 期 附
表 表 条 日
第 第 例 ） 則
七 七 は
号 号 、
の の 平

十 四 例 数
八 、 条（
年 八 昭 例
四 〇 和 の
月 〇 三 一
一 人 十 部
日 」 一 を
か を 年 改
ら 山 正「
施 四 口 す
行 、 県 る
す 六 条 条

二 例 中
十 の 「
二 一 山
日 部 口

を 市
改 、
正 」
す 及
る び
条 「
例 山
を 口

可 の い 。 の
の 基 。 ） 事
基 準 の 務
準 に う 処
に 関 ち 理
関 す 、 の
す る こ 特
る 条 の 例
条 例 条 に
例 の 例 関

一 の す（
平 部 施 る

二 二 成
の の 十
改 改 八
正 正 年
規 規 四
定 定 月

一（ （
同 同 日
号 号 か
オ オ ら
に に 施
係 係 行

る 〇 例 例
。 〇 第

人 五
」 十
に 号
改 ）
め の
る 一
。 部

を
次

こ 市
こ に
に あ
公 っ
布 て
す は
る 山
。 口

都
市
計

成 改 行 条
十 正 の 例
三 ） 日 （
年 前 以
山 に 下
口 知 「
県 事 改
条 が 正
例 し 後
第 た の
三 許 条

る る す
部 部 る
分 分 。
を に た
除 限 だ
く る し
。 。 、
） ） 次

及 の
平 び 各
成 同 号

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

画
区
域
及
び
小
郡
都
市
計
画

十 可 例
三 等 」
号 の と
） 処 い
の 分 う
一 そ 。
部 の ）
を 他 別
次 の 表
の 行 の
よ 為 上

十 表 に
八 第 掲
年 十 げ
六 五 る
月 号 規
一 ロ 定
日 の は

改 、
正 当
規 該
定 各

山 区
域口 に

県 、
」知 を

事 削
る
。

二

う に 欄
に 係 に
改 る 掲
正 も げ
す の る
る に 事
。 つ 務

い （
て 同
は 表
、 第

号
公 に
布 定
の め
日 る

日
か
ら
施
行
す

井

関

成

改 三
正 十
後 三
の 号
条 の
例 二
第 の
二 上
条 欄
の に

る
。

二
四



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

山
口
県 山
地 口
方 県
警 地
察 方
職 警

山
口 山
県 平 口
条 成 県
例 十 地
第 八 方
十 年 警
四 三 察
号 月 職

め 号「
こ 第 五 、 と
の 三 、 同 し
条 附 条 七 、号
例 中 八 同を
は 則 九 条同「
、 任 人 第条
平 命 」 五第
成 権 に 号四

同 八
第 第 山号 三

一 口二を 人
条 県同 」 条
中 学条 に 第

校改 一第 「
、 職め 号二
大 員、号 を
学 定同と 削

山
口 山
県 平 口

山 条 成 県
口 例 十 学
県 第 八 校
学 十 年 職
校 三 三 員
職 号 月 定

員 察
定 職
数 員
条 定
例 数

条（
昭 例
和 の
三 一
十 部
二 を
年 改

二 員
十 定
二 数
日 条

例
の
一
部
を
改
正
す

十 者 改 中号
八 」 め と 「
年 を 、 三し四 同 、、「
月 山 号 三同一 口 を 四条日 県 同 五第か 教 条 人六ら 育 第 」号施 委 五 を中行 員 号 「す 会 と

」 数号し り
を 条を、 、
削 例同 同同
る条 条 条 （
。 昭第 第 第

和四 一 二
三号号 号
十中 と 中
一し「 「
年一 、 二
山、 、同
口〇 五条

員 二 数
定 十 条
数 二 例
条 日 の
例 一
の 部
一 を
部 改
を 正
改 す
正 る
す 条

山 正
口 す
県 る
条 条
例 例
第
十
六
号
）
の

る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る

「 三五る 」 す 、、。 に る 二三改 。 九〇め 三九る 人。 人 」」 にを 、「 「五 二、

県四 第 四
条三 三 〇
例人 号 人
第」 」中
五を を「
十四「 「
一一 二四
号、 、人
）〇 四」
の七 七を
一三 七

る 例
条 を
例 こ

こ
に
公
布
す
る
。

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

。 二三 八〇 人
四 」
人 を
」 「
に 二
、 二

一「
四 人
九 」

「
部人 人六
を」 」一
次に に人
の、 、」
よに「 「
う一 六、
に、 二「
改一 三 三
正八 人人
す七 」」
る人 を を

る
。

山
口
県
知
事

二

四 に
人 、
」 「
を 三

、「
四 五
八 七
五 三
人 人
」 」
に を

。」 「 「
を 七 六

人 〇「
一 」 六
、 に 人
二 、 」
一 に「
七 四 、
人 七 「
」 人 三
に 」 、

山
口
県
知
事

二

二
五

井

関

成

、 「
三「

五 、
、 五
八 一
〇 四
三 人

」人
」 に
を 改

改 を 一
め 六「
、 六 三
同 八 人
号 人 」
を 」 を
同 に 「
条 改 三
第 、め
三 、 〇

井

関

成



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

山
一 口 一
般 県 平 般
職 一 条 成 職
に 般 例 十 に
属 職 第 八 属
す に 十 年 す
る 属 六 三 る
学 す 号 月 学

こ 第 第
の 三 一
条 附 条 条
例 を 中
は 則 削 「
、 り 平
公 、 成
布 第 十

山
知 口 知
事 県 平 事
等 知 条 成 等
の 事 例 十 の
給 等 第 八 給
与 の 十 年 与
の 給 五 三 の
特 与 号 月 特

五
こ 人 第
の 」 二
条 附 に 条
例 改 中
は 則 め 「
、 る 八
平 。 七
成 六

校 る 二 校
職 学 十 職
員 校 二 員
の 職 日 の
給 員 給
与 の 与
に 給 に
関 与 関
す に す
る 関 る
条 す 条
例 る 例

の 四 八
日 条 年
か を 三
ら 第 月
施 三 三
行 条 十
す と 一
る す 日
。 る 」
た 。 を
だ 「
し 平

例 の 二 例
に 特 十 に
関 例 二 関
す に 日 す
る 関 る
条 す 条
例 る 例

条 の（
平 例 一
成 の 部
十 一 を
四 部 改

十 人
八 」
年 を
四 「
月 八
一 七
日 九
か 人
ら 」
施 に
行 、
す

条 の（
昭 例 一
和 の 部
二 一 を
十 部 改
七 を 正
年 改 す
山 正 る
口 す 条
県 る 例
条 条 を

、 成
第 十
三 九
条 年
を 三
削 月
り 三
、 十
第 一
四 日
条 」

年 を 正
山 改 す
口 正 る
県 す 条
条 る 例
例 条 を
第 例 こ
二 こ
号 に
） 公
の 布

「
る 九
。 〇

六
人
」
を
「
九
〇
九
人

例 例 こ
第 こ
六 に
号 公
） 布
の す
一 る
部 。
を
次
の

を に
第 改
三 め
条 る
と 。
す
る
改
正
規
定

一 す
部 る
を 。
次
の
よ
う
に
改
正
す

」
に
、
「
九
三
四
人
」
を

よ 山
う 口に
改 県
正 知す
る 事
。

二

は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日

る 山
。 口

県
知
事

二

「
九
三
八
人
」
に
、
「
三
、
五

井

関

成

か
ら
施
行
す
る
。

井

関

成

六
五
人
」
を
「
三
、
五
七

二
六



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

第
六
条
か
ら
第
八
条

２ 第 号（
き 四 税 第 を

前 に 条 務 四 削
項 支 手 条 る
の 給 税 当 を 。
手 す 務 ） 次
当 る 手 の
の 。 当 よ
額 は う

号 号
ず 第 八 を 第
つ 三 第 三
繰 条 漁 六 条
り 中 業 号 中
上 第 実 と 第
げ 十 習 し 三
、 四 手 、 号
第 号 当 第 及

山
一 口 一
般 県 平 般
職 一 条 成 職
の 般 例 十 の
職 職 第 八 職
員 の 十 年 員
の 職 七 三 の
特 員 号 月 特

こ 別
の 表
条 附 第
例 五
は 則 の
、 一
平 級
成 の

ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

は 、 に
、 総 改
一 務 め
日 部 る
に 税 。
つ 務
き 課
六 又
百 は
五 県
十 税
円 事

二 を 十 び
十 削 二 第
二 り 号 四
号 、 を 号
を 第 第 を
削 十 七 削
り 五 号 り
、 号 と 、
第 を し 第
二 第 、 五
十 九 第 号
三 号 十 を

殊 の 二 殊
勤 特 十 勤
務 殊 二 務
手 勤 日 手
当 務 当
に 手 に
関 当 関
す に す
る 関 る
条 す 条
例 る 例

条 の

十 項
八 中
年 「
四 秋
月 芳
一 町
日 立
か 八
ら 代
施 小
行 学
す 校

と 務
す 所
る に
。 勤

務
す
る
職
員
が
県

号 と 三 第
を し 号 三
第 、 を 号
十 第 第 と
四 十 八 し
号 六 号 、
と 号 と 第
し 及 し 六
、 び 、 号
第 第 同 を
二 十 号 第

（
昭 例 一
和 の 部
三 一 を
十 部 改
七 を 正
年 改 す
山 正 る
口 す 条
県 る 例
条 条 を
例 例 こ

る 」
。 及

び
「

山下
口関
市市
立立
柚角
野島
中中

税
の
賦
課
又
は
徴
収
に
関
す

十 七 を 四
四 号 次 号
号 を の と
か 削 よ し
ら り う 、
第 、 に 第
二 第 改 七
十 十 め 号
九 八 る か
号 号 。 ら
ま を 第

第 こ
一 に
号 公
） 布
の す
一 る
部 。
を
次
の
よ

学学
校校
」
を
削
る
。

る
業
務
で
人
事
委
員
会
が
定

で 第 九
を 十 号
九 号 ま
号 と で
ず し を
つ 、 削
繰 第 り
り 十 、
上 九 第
げ 号 十
、 か 号

う 山
に 口改
正 県
す 知る
。 事

二

二
七

め
る
も
の
に
従
事
し
た
と

第 ら を
三 第 第
十 二 五
号 十 号
及 一 と
び 号 し
第 ま 、
三 で 第
十 を 十
一 八 一

井

関

成



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

第
十
一
条
か
ら
第
十

の 業 条
二 よ 務 」 第

う 手 に 十 は
前 に 当 改 条 こ
項 改 の め 第 れ
第 め 支 、 一 ら
四 る 給 同 項 に
号 。 を 項 第 付
に 受 第 一 随

三 二
従 ロ

山 事 精 い
口 し 神 法 又
県 た 保 第 は
立 と 健 四 当
こ き 福 十 該
こ 。 祉 七 診

一 第
イ す 精 九

の る 健 神 条
規 精 職 康 保 第
定 神 員 福 健 一
に 保 が 祉 福 項
よ 健 次 部 祉 を
る 及 に 健 業 次

第 ２ 第 （
七 祉 六 福
条 前 に 条 祉
及 項 関 業
び の す 福 務
第 手 る 祉 手
八 当 業 業 当
条 の 務 務 ）

額 で 手
八
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め

掲 け 二 号 す
げ る 号 中 る
る 職 中 業「
場 員 務「 （
合 を 総 衛 に

除 合 生 従
一 く 医 検 事
日 。 療 査 し
に ） セ 手 た
つ 」 ン 当 と
き を タ 又 き

削 ー は 。

ろ セ 条 察
の ン 第 の
医 タ 一 結
療 ー 項 果
セ に の に
ン 勤 規 基
タ 務 定 づ
ー す に く

る よ 精（
以 職 る 神
下 員 精 障

が 神 害

調 び 掲 康 務 の
査 精 げ 増 手 よ
、 神 る 進 当 う
同 障 業 課 は に
項 害 務 、 、 改
若 者 に 健 次 め
し 福 従 康 に る
く 祉 事 福 掲 。
は に し 祉 げ
同 関 た セ る
条 す と ン 場
第 る き タ 合

削 は 人 当
除 、 事 は

一 委 、
日 員 社
に 会 会
つ が 福
き 定 祉
六 め 事
百 る 務
五 も 所
十 の 、
円 に 児

る
。

八 り 」 家
百 、 を 畜
五 同 保「
十 項 山 健
円 第 口 衛

四 県 生
号 立 手
中 総 当

合 の「
職 医 支
員 療 給

「
こ 精 障 者
こ 神 害 の
ろ 保 者 護
の 健 の 送
医 及 指
療 び 導
セ 精 で
ン 神 訪
タ 障 問
ー 害 し
」 者 て

二 法 。 ー に
項 律 、 支
若 保 給（
し 昭 健 す
く 和 所 る
は 二 又 。
法 十 は
第 五 山
二 年 口
十 法 県
九 律 精

と 従 童
す 事 相
る し 談
。 た 所

と 、
き 山
に 口
支 県
給 知
す 的
る 障

」 セ を
の ン 受
下 タ け
に ー る

職「 （
で 以 員
人 下 を
事 除「
委 総 く
員 合 。
会 医 ）

と の 行
い 福 う
う 祉 も
。 に の
） 関
に す
勤 る
務 相
す 談
る 、
職 指

条 第 神
の 百 保
二 二 健
第 十 福
一 三 祉
項 号 セ
の 。 ン
規 以 タ
定 下 ー
に こ （
よ の 以

。 害
者
更
生
相
談
所
又
は
山
口

が 療 」
定 セ を
め ン 削
る タ り
も ー 、
の 」 同
」 と 号
を い イ
加 う 中
え 。 「
、 ） 第

員 導
が 等
患 に
者 関
に す
直 る
接 業
接 務
し で
て 人
行 事

る 条 下
診 に 「
察 お 精
、 い 神
法 て 保
第 健「
二 法 福
十 」 祉
七 と セ
条 い ン
第 う タ

県
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ

同 」 十
条 に 八
第 改 条
二 め 」
項 、 を
第 「 「
二 第（
号 病 三
を 院 十
次 等 五

う 委
診 員
療 会
若 が
し 定
く め
は る
看 も
護 の
又 に

三 。 ー
）項 」

の 第 と
規 二 い
定 十 う
に 七 。
よ 条 ）
る 第 に
立 一 勤
会 項 務

ー
に
勤
務
す
る
職
員
が
福

二
八



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

第 第
三 三
十 十
一 条
条 第
を 三
次 項
の を

２ 条
第 第 第

前 三 三 二 人
項 十 項 十 事
の 条 中 九 委
手 第 条 員「
当 一 第 第 会
の 項 一 二 が
額 中 項 項 定

同 悪 第
一 項 な 第 二 第

第 作 二 十 二
前 二 業 十 五 十
項 号 場 九 条 五
第 と 」 条 及 条
一 し を 第 び 及
号 、 一 第 び「
に 同 特 項 二 第

第 ２ 定
第 二 第 め
二 十 二 前 る
十 三 十 項 作
四 条 三 の 業
条 条 手 」
第 削 を 当 に
一 除 次 の 改
項 の 額 め

２ 第
第 第 第 十
二 前 二 十 一
十 項 十 九 条
二 の 条 条 か
条 手 第 第 ら
の 当 一 一 第
見 の 項 項 十
出 額 中 及 八

よ 削
う る
に 。
改
め
る
。

は 第 第 め「
、 用 三 二 る
一 地 号 号 額
日 交 」 を
に 渉 を 削
つ 手 り「
き 当 第 、
六 は 一 同
百 、 項 項
五 」 第 第
十 の 二 三
円 下 号 号

掲 条 殊 中 十 二
げ 第 な 六 十「
る 二 現 次 条 六
作 項 場 に 条
業 第 」 掲 削 を

一 に げ 除 次
一 号 改 る の
日 を め 」 よ
に 次 、 を う
つ の 削 に「
き よ に り 改

う 従 、 め

中 よ は 、
う 、 同「
に 一 条（

以 改 日 第
下 め に 二

る つ 項「
畜 。 き を
産 二 次
試 千 の
験 九 よ
場 百 う
」 円 に

し は び 条「
を 、 職 第 ま

一 員 十 で「
日 で 九（

漁 に 」 条 削
業 つ を の 除
実 き 二「
習 八 職 第
手 百 員 一
当 五 が 項
） 十 」 第
」 円 に 一

と に 」 中
す に「 「
る 職 、 前
。 員 項「

が 前 第
」 項 三
を 第 号
加 三 」
え 号 を
、 」 「

を 前

千 に 事 る「
五 改 し に 。
百 め た 対
円 る 職 し

。 員 」（
人 」 を
事 を 「
委 削 が
員 り 次
会 、 に
が 同 掲

と の 改
い 範 め
う 囲 る
。 内 。
） で
」 人
を 事
削 委
る 員
。 会

が

に の 、 号
改 範 中「
め 囲 も 「
、 内 の 静
同 で に 和
条 人 対 荘
第 事 し 」
一 委 」 を
項 員 を 「
中 会 こ「

が と こ「
職 項「
員 前 第
に 項 二
対 第 号
し 二 」
」 号 に
を 」 、

に「 「
と 改 職
き め 員
に る 」

定 号 げ
め を る
る 同 作
作 項 業
業 第 に
に 一 従
係 号 事
る と し
手 し た
当 、 と
に 同 き

定
め
る
額
と
す
る
。

「
漁 定 き ろ
ろ め に の
う る 」 医
手 額 に 療
当 と 改 セ
」 す め ン
を る 、 タ

。 同 ー「
漁 条 」
業 第 に
実 二 改

」 。 を
に 「
改 作
め 業
、 」
同 に
条 改
第 め
二 、
項 同
を 号

あ 項 に
つ 第 」
て 三 に
は 号 改
、 中 め
一 、「
時 に 第
間 従 一
に 事 号
つ し を
き た 削

習 項 め
手 を る
当 次 。
」 の
に よ
、 う

に「
漁 改
ろ め
う る
作 。

二
九

次 を
の 同
よ 項
う 第
に 二
改 号
め と
る し
。 、

同

百 職 り
、二 員

十 」 同
円 を 項
） 削 第
の り 二
範 、 号
囲 同 中
内 号 「
で を 劣

業
」
を
「
人
事
委
員
会
が



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

（
研
究
手
当
に
関
す
る

２ （
す 十 は 職 税
る 年 、 こ 務員
。 三 同 の 手（

月 項 条 当人
三 中 例 に事
十 の 関委「
一 六 施 す員
日 百 行 る会

１ （
施 第 第

こ 行 四 三
の 期 附 十 十
条 日 条 九
例 ） 則 第 条
は 三 の
、 項 二
平 及 及

第 ２
三 第 第 第 四
十 三 前 三 三
九 十 項 十 十 潜
条 九 の 六 四 水

条 手 条 条 作
削 を 当 第 第 業
除 次 の 二 四

の 額 項 項 一

２ 次 第
第 の 第 三
三 前 よ 三 十
十 項 う 十 一
四 の に 四 条
条 手 改 条
第 当 め 第 削
三 の る 一 除
項 額 。 項

経
過
措
置
）

ま 五 の 経が
で 十 日 過定
の 円 措め （
間 」 以 置る
に と 下 ）職
お あ 員 「
い る 施を
て の 行除
は は 日く

、 」。「
八 施 と）
百 行 い

成 び び
十 第 第
八 四 三
年 項 十
四 を 九
月 削 条
一 る の
日 。 三
か を
ら 削
施 る
行 。

よ は を を 時
う 、 次 削 間
に 一 の り に
改 日 よ 、 つ
め に う 同 き
る つ に 条
。 き 改 第 千

二 め 五 五
百 る 項 百
九 。 中 円
十 「
円 同

中 は 中
第 、 「
四 一 警
号 日 察
を に 本
第 つ 部
五 き 」
号 四 を
と 千 「
し 六 山
、 百 口
第 円 県に

五 日 う対
十 か 。す
円 ら ）る
」 平 か改
と 成 ら正
、 十 平後
同 九 成の年 年 二一四 三 十般月 月 一職一 三 年

す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
第

と 一
す 月
る 又
。 は

」
を
削
り
、
同
項

三 の 警
号 範 察
の 囲 本
次 内 部
に で 」
次 人 に
の 事 、
一 委 「
号 員 職
を 会 員
加 が での日 十 三職か 一 月員ら 日 三の平 ま 十特成 で 一殊二 の 日勤十 間 ま務一 に で手年 お の

当三 い 間
に月 て に

一
項
第
一
号
イ
の
改
正
規
定

を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

え 定 」
る め を
。 る 「

額 職
と 員
す が
る 」
。 に

、
「
も

関三 は お
す十 け「
る一 九 る
条日 百 総
例ま 五 務
第で 十 部
四の 円 税
条間 」 務
第に と 課
二お 、 及
項い 同 び

は
、
平
成
十
八
年
六
月
一
日

の
に
対
し
」
を
「
と
き
に
」

のて 年 県
規 税は 四
定月 事「
の七 一 務
適百 日 所
用五 か に
に十 ら 勤
つ円 平 務
い」 成 す

と 二 て る

か
ら
施
行
す
る
。

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を

三
〇
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第 六
三
条 三
第 十
二 一
項 年
中 以

上「

四 五
五 四 年 条 第

」 」 三
二 二 を に 条
十 十 、 の「
六 一 十 見「
年 年 六 退 出
以 以 年 職 し
上 上 以 手 を

第 （
本 二 一 第 第 第
額 条 般 二 二 二
に の の 章 条 条
、 三 退 中 の 第
第 職 第 二 二
六 退 手 三 第 項
条 職 当 条 二 中
の し ） の 項 「

山
目 職 口
次 員 県
中 の 職 条

退 員 例「
第 職 の 第
三 手 退 十
条 当 職 八
」 に 手 号

３
職 成

平 員 二 医
成 の 十 師
十 退 二 又
八 職 年 は
年 手 三 歯
三 当 月 科
月 に 三 医

退 の
職 期
手 間
当 に
の つ
額 い
」 て
を は

、「
退 一
職 年
手 に

三 二 上 当 「
十 十 二 の （
年 五 十 額 自
以 年 年 」 己
下 以 」 を の
の 下 に 都「
期 の 、 退 合
間 期 職 に「
に 間 百 手 よ
つ に 分 当 る
い つ の の 退
て い 百 基 職

四 た 前 中 二
の 者 に 十「
規 に 次 か 五
定 対 の ら 年
に す 一 第 以
よ る 条 五 上
り 退 を 条 勤
計 職 加 ま 続
算 手 え で し
し 当 る 」 た
た の 。 を 者
退 額 の

を 関 当
す に「

第 る 関
二 条 す
条 例 る
の 条（
三 昭 例
」 和 の
に 二 一
改 十 部
め 九 を
る 年 改

二 関 十 師
十 す 一 た
二 る 日 る
日 条 ま 職

例 で 員
の の で
一 間 人
部 は 事
を 、 委
改 な 員
正 お 会
す そ が

当 つ
の き
基 百
本 分
額 の
」 百
に 二
、 十
「
掲
げ

は て 二 本 等
、 は 十 額 の
一 、 」 」 場
年 一 を に 合
に 年 改 の「
つ に 百 め 退
き つ 分 、 職
百 き の 同 手
分 百 百 項 当
の 分 六 第 の
百 の 十 二 基

「
職 は 及 退
手 、 び 職
当 次 第 に
の 条 六 係
調 か 条 る
整 ら の 部
額 第 五 分
を 五 」 並
加 条 に び
え の 、 に
て 三 二

。 山 正
口 す
県 る
条 条
例 例
第
五
号
）
の
一

る の 定
条 効 め
例 力 る
を を も
こ 有 の
こ す に
に る つ
公 。 い
布 て
す は
る 、

る
割
合
」
を
「
定
め
る
割
合

六 二 」 号 本
十 百 に 中 額

改 ）「
め 二 」
、 十 に
同 年 改
項 」 め
に を 、
次 同「
の 十 条
三 五 第

「
得 ま 及 十
た で び 年
額 及 」 」
と び を を
す 第 「 「
る 六 並 十
。 条 び 一

か に 年
ら 」 」
第 に に
六 改 改

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。 改
正
前
の
一
般
職
の
職
員
の

」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

号 年 一
を 」 項
加 に 中
え 改 「
る め 第
。 、 五

同 条
項 第
第 一
三 項
号 若

条 め め
の る る
三 。 。
ま
で
の
規
定
に
よ
り

。 山
口
県
知
事

二

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条

「
五
年
」
を

三 「
一 十

年
」
に

中 し
く「

二 は
十 第
一 二
年 項
以 」
上 を
二 「
十 第

計
算
し
た
退
職
手
当
の
基

井

関

成

例
第
八
条
の
規
定
は
、
平
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替
え第 る五 読 も条 の第 み 」一 替 に項 改え め

日 適 に「
及 の 用 改 第 第
び 属 に め 五 五
前 す つ 、 条 条
条 る い の の「
第 年 て 終 二 四
一 度 は え の を
項 の 、 て 見 第
の 三 同 退 出 五

の 年 し え「
百 」 た 第 百 、
五 に 者 五 分 同
十 改 」 条 の 項
」 め を の 二 第
を 、 加 見 百 二

同 え 出 」 号「
百 項 、 し に 中
分 第 中 改「 「

間 し 六 改
て 第 年 め勤
退 四 」 、続
職 条 に 同し
し の 、 項、
た 見 第」 「
者 出 百 二を

し 分 号加 （
次 を の 中え

る 、
同規 条

定 に
次
の
表退 を職 読 加日 えみ給 る替料 。

規 月 項 職 し 条
定 三 中 し 中 の
の 十 た 五「 「
適 一 給 者 退 と
用 日 料 」 職 し
に に 月 の 手 、
つ 達 額 下 当 第
い し 」 に 」 五
て て と の 条「
は い あ 及 下 の
、 る る び に 三
次 こ の 勤 を

の 三 額 め 二「
百 号 は 退 、 十
五 中 、 職 同 年
」 退 手 項 」「
に 二 職 当 第 を
改 十 の 」 四 「
め 一 日 の 号 十
、 年 に 下 を 五
同 以 お に 削 年
条 上 け り 」「
第 三 る の 、 に
二 十 そ 基 同

条 八、 「 「
第 十 六（「
一 十 」 年退
項 一 を 以職
又 年 上手 「
は 以 百 十当
第 上 分 年の
二 二 の 」額
項 十 九 を」
の 五 十を 「
規 年 」 十「
定 未 に 一え月

額 ら
れ
る
字
句

合る者退
計そに職

「
の と は 務 の 第
表 と 、 公 基 五
の な 署 本 条「
上 る 給 の 額 の
欄 そ 料 移 」 四
に の 月 転 を と
掲 者 額 に 加 す
げ の 及 よ え る
る 年 び り 、 。
規 齢 当 退 同
定 と 該 職 条

改
項 年 の 本 条 め
中 」 者 額 第 、

を の 」 二 同「
退 給 を 項 項「
職 二 料 加 中 第手 十 月 え 三「
当 六 額 、 二 号の 年 」 同 十 中額 以 を 条 年 「」 上 第 」 二「
を 三 基 一 を

退
に 満 改 年職
該 勤 め 以手
当 続 る 上当
す 後 。 十の る の 五基 者 定 年本 を 年 」額 除 退 に」 く 職 、に 。 等 「改 ） の 百額の係日

者る給
の定料 読年年月
齢と額
と退及
の職び み差の退
に日職
相の日
当属給 替

中 の 給 し 中
同 差 料 た 「
表 に 月 者 前
の 相 額 で 条
中 当 に あ 第
欄 す 退 つ 一
に る 職 て 項
掲 年 の 任 の
げ 数 日 命 規
る 一 に 権 定
字 年 お 者 に

十十 本 項「 「 一退 四 額 中 十 年職 年 は 一「 以手 」 、 受 年 上当 に 退 け 」 三の 改 職 て に 十基 め 日 退 、
年本 、 給 職 「
」額 同 料 し 退
を」 項 月 た 職

に 第 額 者 手 「

め 、 場 分、 二 合 の
十 の 七「

給 年 退 十料 」 職 五月 を 手 」
額 当 を「
」 十 の 「
の 一 基 百
下 年 本 分
に 」 額 のすす料

るる月
年年額
数度に え一の退
年三職
に月の
つ三日 るき十に
百一お
分日い

句 に い が 該
は つ て 知 当
、 き 定 事 す
そ 百 め の る
れ 分 ら 承 者
ぞ の れ 認 」
れ 二 て を を
同 を い 得 「
表 乗 る た 第
の じ そ も 五
下 て の の 条

十改 四 」 」 当
六め 号 に の の
年、 中 改 下 額
以同 め に 」「
上条 三 、 を「
二第 十 同 若 「
十三 一 項 し 退
四項 年 第 く 職
年か 」 二 は 手
」ら を 号 勤 当
に第 中 務 の

に ） 八「
改 」 十（

以 め に 」
下 、 改 に

め 改「 「
退 ） 、 め
職 又 同 、
日 は 条 同
給 」 第 項
料 の 一 第
月 下 項 三のにて 字二達定

をしめ
乗てら
じいれ 句てるて
得こい
たとる
額とそ
のなの

欄 得 者 」 第
に た に を 一
掲 額 係 加 項
げ の る え に
る 合 定 、 規
字 計 年 定「
句 額 と の す
に 」 退 規 る
読 」 職 定 者
み を の の 」

「
、五 三 公 基「

署項 十 二 本 「
百ま 五 十 の 額
分で 年 年 移 」
のを 」 」 転 に
百削 に を に 改
五る 、 よ め「
十。 二 り る「
」百 十 退 。

分 五 職 を

額 に 中 号
」 中「 「
と 二 二 「
い 十 十 十
う 五 五 一
。 年 年 年
） 未 以 」
」 満 上 を
を の 勤 「
加 期 続 十

三
二
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２

前
項
の
「
基
礎
在

二
ロ イ の

月 退 者
前 額 そ 職 の
号 に の 日 同
に 対 者 給 日
掲 す に 料 ま
げ る 対 月 で

第
一 は 月 る 定 五

、 額 場 に 条
そ 前 の 合 よ の
の 三 う に り 二
者 条 ち お 当
が の 最 い 該 退
特 規 も て 改 職
定 定 多 、 定 し

（
給 第 第料 五 五月 条 条額 の のの 二 二減 を 第額 第 一改 五 項

第 第
五 五
条 条
の の
二 二
第 第
一 一
項 項職

期
間
」
と
は
、
そ
の
者
に
係

る 割 す 額 の
額 合 る に 勤
の 退 、 続
特 職 イ 期
定 手 に 間
減 当 掲 及
額 の げ び
前 基 る 特
給 本 割 定
料 額 合 減
月 が か 額
額 前 ら 前

減 に い 当 前 た
額 か も 該 に 者
前 か の 理 受 の
給 わ 由 け 基（
料 ら 以 が て 礎
月 ず 下 生 い 在
額 、 じ た 職「
に 次 特 た 給 期
係 の 定 日 料 間
る 各 減 月 中（
減 号 額 以 額 に
額 に 前 下 が 、

定 条 第以 の 二外 三 号の と ロ理 し
由 、
に 第 前よ 五 号り 条 に給 の 掲料 次 げ月 に

第 第
二 一
号 号

退 及
職 び
日 特
給 定
料 減

る
退
職
（
第
七
条
の
四
第
四

に 三 ロ 給
対 条 に 料
す の 掲 月
る 規 げ 額
割 定 る を
合 に 割 基

よ 合 礎
り を と
計 控 し
算 除 て
し し 、

日 掲 給 減 給「
の げ 料 減 額 料
う る 月 額 さ 月
ち 額 額 日 れ 額
最 の 」 」 る の
も 合 と と こ 減
遅 計 い い と 額
い 額 う う を 改
日 と 。 。 い 定
の す ） ） う （
前 る が に 。 給

る額 次 額が の
減 一
額 条
さ を
れ 加
た え
こ る
と 。 しの職そ 合が た勤しの 計あ

月 額
額 前
に 給
、 料

月
額

る者退 乗てら並
そに職 じいれび

項
、
第
八
条
第
三
項
又
は
第

た た 前
額 割 三
で 合 条
あ を の
る 乗 規
も じ 定
の て に
と 得 よ
し た り
た 額 計
場 算

日 。 、 お 以 料
に 退 け 下 月
現 職 る 同 額
に 日 当 じ の
退 給 該 。 改
職 料 理 ） 定
し 月 由 以 を
た 額 に 外 す
理 よ よ の る
由 り り 理 条
と も 減 由 例

場続た者 額る 合期理が に場 の間由特 、合 退及と定の 職び同減退 手特一額職 当定の前手 の減理給当 基額由料の 本前に月基 額給よ額本

の係日 てるてに
者る給 得こい特
の定料 たとる定
年年月 額とそ減
齢と額 のなの額
と退及 合る者前
の職び 計そに給
差の退 額の係料
に日職 者る月
相の日 の定額
当属給 年年及

十
三
条
の
規
定
に
該
当
す
る

合 し
に た
お 場
け 合
る の
当 退
該 職
退 手
職 当
手 の
当 基

同 多 額 に が
一 い さ よ 制
の と れ り 定
理 き な そ さ
由 は か の れ
に 、 つ 者 た
よ そ た の 場
り の も 給 合
退 者 の 料 に
職 に と 月 お
し 対 し 額 い

に料りに額 相月退係に 当額職る係 すをし減る る基た額特 額礎も日例 とのの） しとう
てしち
、、最
前かも

すす料 齢とび
るる月 と退特
年年額 の職定
数度に 差の減
一の退 に日額
年三職 相の前
に月の 当属給
つ三日 すす料
き十に るる月
百一お 年年額
分日い 数度に

も
の
を
除
く

三 。
三 ）

の
日
以

の 本
基 額
本 に
額 相
の 当
退 す
職 る
日 額
給
料

た す た が て
も る 場 減 、
の 退 合 額 当
と 職 の さ 該
し 手 そ れ 条
、 当 の た 例
か の 者 こ に
つ 基 の と よ
、 本 給 が る
そ 額 料 あ 改

三つ遅
条、い
のそ日
規のの
定者前
にの日
よ同に
り日現
計まに
算で退

のにて 一の退
二達定 年三職
をしめ に月の
乗てら つ三日
じいれ き十に
てるて 百一お
得こい 分日い
たとる のにて
額とそ 二達定
のなの をしめ
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十
一

第
七
条
の
四

十 九 八
引 の 職
き 第 引 第 員 第
続 七 き 七 以 七
い 条 続 条 外 条
た 第 い 第 の 第
在 六 た 五 地 五
職 項 在 項 方 項

七 六 五
し い

第 て 第 た 第
七 の 七 在 七
条 引 条 職 条
第 き 第 期 第
五 続 五 間 五
項 い 項 及 項

四 三 二 一 の
は 日
特 第 第 第 職 前
定 七 七 七 員 の
地 条 条 条 と 期
方 第 第 第 し 間
公 五 五 五 て ）
社 項 項 項 の を

員 げ 五 前（
、 る こ 項 の
第 者 れ に 期
七 又 に 規 間
条 は 相 定 の
第 こ 当 す う
五 れ す る ち
項 に る 職 、

第
一
項
に
規
定
す
る
再
び
職
員

期 に 職 第 公 第
間 規 期 七 務 六
及 定 間 号 員 号
び す に と に
後 る 規 し 規
の 場 定 て 定
職 合 す の す
員 に る 引 る
以 お 再 き 再
外 け び 続 び
の る 職 い 職
地 先 員 た 員

第 た 第 び 第
五 在 四 後 三
号 職 号 の 号
に 期 に 職 に
規 間 規 員 規
定 定 以 定
す す 外 す
る る の る
場 場 地 場
合 合 方 合
に に 公 に
お お 務 お

職 第 第 の 引 除
員 二 一 規 き く
と 号 号 定 続 。
し に に に い ）
て 規 規 よ た を
の 定 定 り 在 い
引 す す 職 職 う
き る る 員 期 。
続 場 再 と 間
い 合 び し
た に 職 て
在 お 員 の

に 準 給 員 次
規 ず 与 以 の
定 る を 外 各
す 者 含 の 号
る に む 地 に
職 該 。 方 掲
員 当 ） 公 げ
以 す の 務 る
外 る 支 員 在
の に 給 等 職
地 至 を 若 期
方 つ 受 し 間

と
な
つ
た
者
の
同
項
に
規
定

方 の と 在 と
公 職 な 職 な
務 員 つ 期 つ
員 以 た 間 た
と 外 者 者
し の の の
て 地 同 同
の 方 号 号
引 公 に に
き 務 規 規
続 員 定 定

け け 員 け
る る 等 る
特 特 と 先
定 定 し の
公 一 て 職
庫 般 の 員
等 地 引 以
職 方 き 外
員 独 続 の
と 立 い 地
し 行 た 方

職 け と 引
期 る な き
間 先 つ 続
及 の た い
び 職 者 た
後 員 の 在
の 以 同 職
職 外 号 期
員 の に 間
以 地 規 に
外 方 定 含

公 た け く に
務 こ た は 該
員 と こ 同 当
等 に と 項 す
又 よ が 第 る
は り あ 四 も
同 退 る 号 の
項 職 場 に （
第 し 合 規 当
四 た に 定 該
号 こ お す 期

す
る
特
定
一
般
地
方
独
立
行

い と す す
た し る る
在 て 特 特
職 の 定 定
期 引 公 一
間 き 庫 般

続 等 地
い 職 方
た 員 独
在 と 立
職 し 行

て 政 在 公
の 法 職 務
引 人 期 員
き 等 間 等
続 職 と
い 員 し
た と て
在 し の
職 て 引
期 の き
間 引 続

の 公 す む
地 務 る も
方 員 職 の
公 と 員 と
務 し 以 さ
員 て 外 れ
と の の た
し 引 地 職
て き 方 員
の 続 公 以
引 い 務 外

に と け る 間
規 が る 特 中
定 あ こ 定 に
す る れ 一 こ
る 場 ら 般 の
特 合 の 地 条
定 に 支 方 例
一 お 給 独 の
般 け に 立 規
地 る 係 行 定
方 当 る 政 に

政
法
人
等
職
員
と
し
て
の
引

期 て 政
間 の 法
、 引 人
特 き 等
定 続 職
一 い 員
般 た と
地 在 し
方 職 て
独 期 の
立 間 引

及 き い
び 続 た
国 い 在
家 た 職
公 在 期
務 職 間
員 期 、
と 間 特
し 及 定
て び 公
の 職 庫

き た 員 の
続 在 等 地
い 職 と 方
た 期 し 公
在 間 て 務
職 、 の 員
期 特 引 等
間 定 き と

一 続 し
般 い て
地 た の

独 該 退 法 よ
立 退 職 人 る
行 職 の 等 退
政 の 日 職 職
法 日 以 員 手
人 以 前 と 当
等 前 の し の
職 の 期 て 支
員 期 間 退 給
と 間 及 職 を
な び し 受

き
続
い
た
在
職
期
間

行 及 き
政 び 続
法 国 い
人 家 た
職 公 在
員 務 職
と 員 期
し と 間
て し 及
の て び

引 員 等
き 以 職
続 外 員
い の と
た 地 し
在 方 て
職 公 の
期 務 引
間 員 き

と 続

方 在 引
独 職 き
立 期 続
行 間 い
政 た
法 在
人 職
職 期
員 間
又

（
つ こ 第 た け
た れ 八 こ た
と ら 条 と こ
き の 第 に と
は 退 一 よ 又
、 職 項 り は
当 の 各 退 第
該 日 号 職 七
退 に に 手 条
職 職 掲 当 第

三
四
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第
ぞ 六
れ 条
同 の
表 三
の
下 第
欄 五
に 条

第
二 一 定 六

し め 条
た 六 六 る の
割 十 十 額 二
合 未 以 を
を 満 上 超 第
乗 え 五
じ 特 特 る 条

を
第 十 十「

退 六 九 職 八 公
職 条 期 務
手 の 前 間 第 員
当 見 各 及 七 と
の 出 号 び 条 し
基 し に 後 の て
本 中 掲 の 四 の

十 十 十
七 期 六 職 五

間 員
第 第 と 第
七 七 し 七
条 条 て 条
の の の の
四 四 引 四

十 十 十
員 四 職 三 二
と 期
し 第 間 第 第
て 七 、 七 七
の 条 職 条 条
引 の 員 の の
き 四 以 四 四

掲 の
げ 三
る に
字 規
句 定
に す
読 る
み 者
替 に
え 対
る す
も る

て 定 定 と の
得 減 減 き 二
た 額 額 は 第
額 前 前 、 一
の 給 給 同 項
合 料 料 項 の
計 月 月 の 規
額 額 額 規 定

に に 定 に
第 六 に よ
五 十 か り
条 を か 計

額 げ 特 第 引「
」 退 る 定 三 き
に 職 期 公 項 続
、 手 間 庫 第 い

当 に 等 六 た「
、 」 準 職 号 在
職 の ず 員 に 職
員 下 る と 規 期
の に も し 定 間
退 の て す 及「
職 の と の る び
の 基 し 引 場 後

第 第 き 第
三 三 続 三
項 項 い 項
第 第 た 第
五 四 在 三
号 号 職 号
に に 期 に
規 規 間 規
定 定 定
す す す
る る る
場 場 場

続 第 外 第 第
い 三 の 三 二
た 項 地 項 項
在 第 方 第 に
職 二 公 一 規
期 号 務 号 定
間 に 員 に す
及 規 と 規 る
び 定 し 定 場
後 す て す 合
の る の る に
特 再 引 再 お

の 前
と 二
す 条
る の
。 規

定
の
適
用
に
つ

の 乗 わ 算
二 じ ら し
第 て ず た
一 得 、 退
項 た 当 職
第 額 該 手
二 各 当
号 号 の
ロ に 基
に 定 本
掲 め 額

日 本 て き 合 の
に 額 人 続 に 特
お 」 事 い お 定
け を 委 た け 一
る 加 員 在 る 般
給 え 会 職 先 地
料 、 規 期 の 方
月 同 則 間 特 独
額 条 で 定 立
」 中 定 公 行
を め 庫 政

合 合 合
に に に
お お お
け け け
る る る
先 国 職
の 家 員
特 公 以
定 務 外
一 員 の
般 と 地

定 び き び け
公 職 続 職 る
庫 員 い 員 特
等 と た と 定
職 な 在 な 一
員 つ 職 つ 般
と た 期 た 地
し 者 間 者 方
て の 及 の 独
の 同 び 同 立
引 号 後 号 行

い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

げ る が
る 額 次
割 を の
合 そ 各
を の 号
乗 者 に
じ の 掲
て 退 げ
得 職 る
た 手 同
額 当 項

「
第 る 等 法「

退 四 在 職 人
職 条 職 員 等
日 か 期 と 職
給 ら 間 し 員
料 第 て と
月 五 の し
額 条 引 て
」 の き の
に 二 続 引
改 」 い き

地 し 方
方 て 公
独 の 務
立 引 員
行 き と
政 続 し
法 い て
人 た の
等 在 引
職 職 き
員 期 続

き に の に 政
続 規 特 規 法
い 定 定 定 人
た す 一 す 等
在 る 般 る 職
職 先 地 先 員
期 の 方 の と
間 特 独 特 し

定 立 定 て
公 行 一 の
庫 政 般 引

掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

及 の 第
び 基 二
退 本 号
職 額 ロ
日 と に
給 す 掲
料 る げ
月 。 る
額 割
に 合
六 の

め を た 続
、 在 い「
同 第 職 た
条 三 期 在
の 条 間 職
次 か 、 期
に ら 国 間
次 第 家
の 五 公
四 条 務
条 」 員

と 間 い
し 及 た
て び 在
の 特 職
引 定 期
き 公 間
続 庫 及
い 等 び
た 職 特
在 員 定
職 と 一

等 法 地 き
職 人 方 続
員 等 独 い
と 職 立 た
し 員 行 在
て と 政 職
の し 法 期
引 て 人 間
き の 等
続 引 職
い き 員

に
掲
げ
る
字

三 句
五 は

、
そ
れ

十 区
か 分
ら に
当 応
該 じ
割 当
合 該
を 各
控 号
除 に

を に と
、 し加

え て「
る 退 の
。 職 引

手 き
当 続
の い
額 た
」 在

期 し 般
間 て 地
、 の 方
職 引 独
員 き 立
以 続 行
外 い 政
の た 法
地 在 人
方 職 等

た 続 と
在 しい
職 た て
期 在 の
間 職 引
、 期 き
国 間 続
家 い
公 た
務 在
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第
六
条
の
二
第
二
号

第
六
条
の
二
第
一
号

第
六
条
の
二

第
六 読条

み
替
え

当 及 第
該 び 五
割 退 条
合 職 の

日 二

特 特 同
定 定 項
減 減 の
額 額
前 前

同 第 こ
項 五 れ
第 条 ら
二 の の
号 二

る
規
定

退 第
職 三 読日 条

み給 か
替料 ら

給 第
料 一
月 項
額 第

二
号
ロ

当 たとる並 第
該 額とそび 五

給 給
料 料
月 月
額 額

得こい特 得こい特 同
たとる定 たとる定 条

ロ 第
一
項
の

第 第 第
五 五 五

え月 第
額 五 ら

条 れ
ま る
で 字

句

合る者退 第
計そに職 五

第 のなのに 条
五 合る者退 の
条 計そに職 三
の 額の係日 の
三 者る給 規
の の定料 定
規 年年月 に
定 齢と額 よ
に と退及 り
よ の職び 読
り 差の退 み

額とそ減 額とそ減 の
のなの額 のなの額 規
合る者前 合る者前 定
計そに給 計そに給 に
額の係料 額の係料 よ
者る月 者る月 り
の定額 の定額 読
年年及 年年及 み
齢とび 齢とび 替
と退特 と退特 え
の職定 の職定 て

条 条 条
の の の
三 三 三
の の の
規 規 規
定 定 定
に に に
よ よ よ
り り り
読 読 読
み み み

額の係日 条
者る給 の
の定料 三 読年年月 の
齢と額 規
と退及 定
の職び に み差の退 よ
に日職 り
相の日 読
当属給 み 替読 に日職 替

み 相の日 え
替 当属給 て
え すす料 適
て るる月 用
適 年年額 す
用 数度に る
す 一の退 第
る 年三職 五
同 に月の 条
号 つ三日 の

差の減 差の減 適
に日額 に日額 用
相の前 相の前 す
当属給 当属給 る
すす料 すす料 同
るる月 るる月 項
年年額 年年額 の
数度に 数度に
一の退 一の退
年三職 年三職
に月の に月の

替 替 替
え え え
て て て
適 適 適
用 用 用
す す す
る る る
同 第 第
項 五 五
第 条 条
二 の の

すす料 替
るる月 え
年年額 て
数度に 適 え一の退 用
年三職 す
に月の る
つ三日 第 るき十に 五
百一お 条
分日い

ロ き十に 二
に 百一お 第
掲 分日い 一
げ のにて 項
る 二達定 第
割 をしめ 二
合 乗てら 号

じいれ ロ
てるて
得こい

つ三日 つ三日
き十に き十に
百一お 百一お
分日い 分日い
のにて のにて
二達定 二達定
をしめ をしめ
乗てら 乗てら
じいれ じいれ
てるて てるて

号 二
ロ 第

一
項
の

のにて 字二達定
をしめ
乗てら
じいれ 句てるて
得こい
たとる
額とそ
のなの

三
六



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

八 七

第 第
八 七
号 号
区 区
分 分

六 五 四 三 二

第 第 第 第 第
六 五 四 三 二
号 号 号 号 号
区 区 区 区 区
分 分 分 分 分

一 な う め 期 に
い 。 る 間 職

第 場 ） も を 務
一 合 の の 含 に
号 に う を む 従
区 は ち 除 。 事
分 、 そ く ） す

当 の 。 の る

人 に そ 号 年
」 つ の 。 法
と い 法 以 律
い て 人 下 第
う は の 六「
。 、 業 政 十
） 地 務 令 六
の 方 に 」 号

第 （
供 じ 退六（
給 公 。 職条
公 務 ） 手の
社 上 の 当四
、 の 初 の
地 傷 日 調退
方 病 の 整職
道 に 属 額し

零 一
万
六
千
七
百
円

二 二 三 四 四
万 万 万 万 万
八 五 三 千 五
百 千 千 七 千
五 円 三 百 八
十 百 円 百
円 五 五

十 十
円 円

五 該 額 ） あ こ
万 各 が ご る と
円 月 最 と 月 を

の も に 要（
調 多 当 現 し
整 い 該 実 な
月 も 各 に い
額 の 月 職 期
） か に 務 間
を ら そ に （
合 順 の 従 教
計 次 者 事 育

業 公 従 と ）
務 社 事 い に
に 又 す う 規
従 は る 。 定
事 そ た ） す
さ の め 第 る
せ 法 に 六 土
る 人 休 条 地
た に 職 に 開
め 使 さ 規 発
の 用 れ 定 公
休 さ 、 す 社

路 よ す ）た
公 る る 者
社 休 月 に
法 職 か 対

、 ら す（
昭 通 そ る和 勤 の 退四 に 者 職十 よ の 手五 る 基 当年 傷 礎 の法 病 在

し そ が す 公
た の 属 る 務
額 順 し こ 員
と 位 て と 特
す を い を 例
る 付 た 要 法
。 し 次 す （

、 の る 昭
そ 各 日 和
の 号 の 二
第 に あ 十

職 れ 引 る （
を る き 法 以
除 者 続 人 下
く と い （ 「
。 し て 退 地
） て 地 職 方
、 の 方 手 公
地 在 公 当 社
方 職 社 」（
公 期 又 こ と
務 間 は れ い

調律 に 職
整第 よ 期
額八 る 間
は十 休 の
、二 職 末
そ号 及 日
の） び の
者に 職 属
の規 員 す
基定 を る
礎す 地 月

一 掲 つ 四
順 げ た 年
位 る 月 法
か 職 を 律
ら 員 除 第
第 の く 一
六 区 。 号
十 分 以 ）
順 に 下 第
位 応 二「
ま じ 休 十

員 は そ に う
法 な の 相 。
第 か 法 当 ）
二 つ 人 す 又
十 た に る は
九 も 使 給 国
条 の 用 与 家
の と さ を 公
規 す れ 含 務
定 る る む 員
に こ 者 。 退

る 方 ま 在
地 住 で 職
方 宅 の 期
道 供 各 間
路 給 月 （
公 公 第（
社 社 地 五
若 法 方 条
し 公 の（
く 昭 務 二
は 和 員

で て 職 六
の 当 月 条
調 該 等 第
整 各 」 一
月 号 と 項
額 に い の

定 う 規（
当 め 。 定
該 る ） に
各 額 の よ
月 う る

よ と と ） 職
る と な に 手
停 定 つ 関 当
職 め た す 法
そ て 場 る 施
の い 合 規 行
他 る に 程 令
こ も お に （
れ の け お 昭
ら に る い 和
に 限 そ て 二

第
公 四 法 二
有 十 第 項地 年 二 にの 法 十 規拡 律 七 定大 第 条 すの 百 又 る推 二 は 基進 十 第

礎に 四 二
在関 号 十

三
七

（
の 以 ち 大
月 下 人 学
数 事 院「
が 調 委 修
六 整 員 学
十 月 会 休
月 額 規 業
に 」 則 を
満 と で し
た い 定 た

準 る の 、 十
ず 。 者 職 八
る 以 の 員 年
事 下 在 が 政
由 職 地 令「
に 休 期 方 第
よ 職 間 公 二
り 指 の 社 百
現 定 計 又 十
実 法 算 は 五

職す ） 八
期る に 条
間法 規 の
を律 定 規
いす 定（
う昭 る に
。和 地 よ
以四 方 る
下十 住 休

七 宅 職 同
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委
員
会
が
定
め
る
額

２
及 す 四 三 二
び る 前
扶 条 項 勤 勤 勤
養 例 の 続 続 続
手 期 期 期（ 「
当 昭 基 間 間 間
の 和 本 三 二 一
月 二 給 年 年 年

第 （
一 を 当 六 一

そ 該 条 般
勤 の 各 の の
続 者 号 五 退
期 の に 職
間 退 定 第 手
一 職 め 五 当
年 手 る 条 の

５
よ 二 一
る 前 す 区
退 各 る 退 分 退
職 項 者 職 に 職
手 に で し あ し
当 定 そ た つ た
の め の 者 て 者
調 る 勤 で は で

４ ３ ２
て は

次 、 第 、 退
の 人 一 そ 職
各 事 項 の し
号 委 各 者 た
に 員 号 は 者
掲 会 に 、 の
げ 規 掲 人 基

を
い
う
。

額 十 月 以 以 以
並 七 額 上 上 上
び 年 」 の 三 二
に 山 と 者 年 年
こ 口 は 未 未
れ 県 、 百 満 満
ら 条 一 分 の の
に 例 般 の 者 者
対 第 職 五
す 六 の 百 百 百
る 号 職 四 分 分
地 ） 員 十 の の

未 当 割 第 額
満 の 合 一 に
の 額 を 項 係
者 と 乗 に る

す じ 規 特
百 る て 定 例
分 。 得 す ）
の た る
二 額 者
百 に で
七 満 次
十 た の

整 も 続 そ 当 そ
額 の 期 の 該 の
の の 間 勤 各 勤
計 ほ が 続 号 続
算 か 十 期 に 期
に 、 年 間 定 間
関 調 以 が め が
し 整 上 四 る 二
必 月 二 年 額 十
要 額 十 以 、 四
な の 四 下 同 年
事 う 年 の 項 以

る 則 げ 事 礎
者 で る 委 在
に 定 職 員 職
対 め 員 会 期
す る の 規 間
る 。 区 則 に
退 分 で 第
職 は 定 五
手 、 め 条
当 職 る の
の の と 二
調 職 こ

域 の の 四 三
手 適 給 百 百
当 用 与 五 六
の を に 十 十
月 受 関
額 け す
の る る
合 職 条
計 員 例
額 （ （
を 以 昭

な 各
い 号
と に
き 掲
は げ
、 る
第 者
二 に
条 該
の 当
三 す

項 ち 以 も 第 下
は に 下 の 七 の
、 そ の 及 号 も
人 の も び に の
事 額 の 第 掲 （
委 が 三 げ 次
員 等 前 条 る 号
会 し 号 第 職 に
規 い の 二 員 掲
則 も 規 項 の げ
で の 定 に 区 る

第
整 制 ろ 二
額 上 に 項
は の よ 第
、 段 り 二
第 階 、 号一 、 当 か項 職 該 らの 務 期 第規 の 間 十定 級 に 九に 、 お

い 下 和
い 二「
、 一 十
そ 般 六
の 職 年
他 の 山
の 職 口
職 員 県
員 」 条
に と 例
つ い 第

、 る
第 も
五 の
条 に
、 対
第 す
五 る
条 退
の 職
二 手
及 当

定 が に 規 分 者
め あ よ 定 に を
る る り す あ 除
。 場 計 る つ く

合 算 傷 て 。
に し 病 は ）
お た 又 零
い 額 は と 第
て の 死 し 一
、 二 亡 て 項
調 分 に 、 第

号か 階 い まか 級 て でわ そ 職 にら の 員 掲ず 他 と げ、 職 し る当 員 て 期該 の 在 間各 職 職
が号 務 し
含に の て

い う 二
て 。 号
は ） ）
一 に 又
般 つ は
職 い 一
の て 般
職 は 職
員 こ に
の れ 属
基 ら す

び の
前 額
条 が
の 退
規 職
定 の
に 日
か に
か お
わ け
ら る

整 の よ 同 一
月 一 ら 項 号
額 に ず の か
に 相 に 規 ら
順 当 そ 定 第
位 す の を 六
を る 者 適 号
付 額 の 用 ま
す 都 し で
方 合 て 又
法 に 計 は

ま定 複 い
れめ 雑 た
るる 、 も
場額 困 の
合と 難 と
にす 及 み
おる び な
け。 責 す
る任 。
前の
項度

本 の る
給 条 学
月 例 校
額 に 職
に 規 員
準 定 の
じ す 給
て る 与
人 給 に
事 料 関

ず そ
、 の
そ 者
の の
乗 基
じ 本
て 給
得 月
た 額
額 に

そ よ 算 第
八の り し

他 退 た 号
の 職 額 に
本 し 掲
条 た げ
の 者 る
規 に 職
定 該 員
に 当 の

のに
規関
定す
のる
適事
用項
にを
つ考
い慮

し て

三
八
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の
を 退
除 職
く し
。 た
） 者
に の
よ 基

号
附 附 附 附 中
則 則 則 則 「
に 第 第 第 第
次 三 三 三 三
の 十 十 十 条
一 二 一 項 か
項 項 項 中 ら
を 中 中 第「

期
附 第 間 第 二
則 十 」 十 に
第 二 に 二 そ そ
十 条 改 条 の の
三 の め 第 者 者
項 二 る 三 の の
中 第 。 項 非 都

一 中 違 合「

２ 又
一 給 第 は

し 一 八 第
第 な 般 条 十
三 い の 第 条
条 。 退 一 の
第 職 項 規
一 手 中 定
項 当 に「

４
第 在 第 第
七 職 一 前 七
条 期 項 三 条
第 間 た 項 第
七 か だ の 四
項 ら し 規 項
中 除 書 定 を

算 に に 次「
り 礎
そ 在
の 職
者 期
の 間
給 中
料 に
月 給
額 料
が 月
減 額
額 の

加 退 五「 「
え 退 第 職 条
る 職 四 手 の
。 手 条 当 二

当 」 の ま
の を 額 で
額 」 及「
」 第 を び
を 三 第「

条 退 六「
退 第 職 条
職 一 手 」

第 項 に に「
三 及 在 よ よ
条 び 職 り り
か 第 期 退 退
ら 五 間 職 職
第 項 し し（
五 並 そ た た
条 び の 者 者
の に 退 に（
二 第 職 前 該
ま 十 手 項 当
で 二 当 各 す

及 の 支 よ
び う 給 り
第 ち し 」
五 、 な に
条 第 い 改
の 六 」 め
二 条 を 、
の の 同「
規 四 、 条
定 の 支 第
に 規 給 九
よ 定 し 項

に す 規 よ の
よ る 定 る よ
る 。 す 在 う
退 る 職 に
職 事 期 改
手 由 間 め
当 に の る
」 よ う 。
を り ち

現 に「
に 実 休
よ に 職

さ 減
れ 額
た 改
こ 定
と （
が 平
あ 成
る 十
場 八
合 年
に 三

手 項 当 を
当 」 の 「
の に 基 第
基 、 本 二
本 額 条「
額 退 」 の
」 職 に 三
に 手 、 か
改 当 ら「
め の 第 第
る 額 五 五

、 条 の 号 る
第 の 支 に 者
六 三 給 掲 で
条 第 の げ そ
」 一 基 る の
を 項 礎 者 勤

中 と を 続「
第 な 除 期「
二 在 る く 間
条 職 期 。 が
の 期 間 ） 九

り に な 中
計 よ い 「
算 り 」 規
し 計 に 定
た 算 改 に
退 し め よ
職 た 、 る
手 退 同 」
当 職 条 を
の 手 中 「
基 当 第 規

り 職 月
退 務 等
職 に が
手 従 一
当 事 以
の す 上
基 る あ
本 こ つ
額 と た
」 を と
に 要 き

お 月
い 三
て 十
、 一
そ 日
の 以
者 前
の に
減 行
額 わ
後 れ

。 」 条 条
を の の

二 三「
退 」 ま
職 を で
手 及「
当 第 び
の 五 第
基 条 六
本 の 条
額 三 か

三 間 を で 年
か 」 い 人 以
ら を う 事 下
第 。 委 の「
五 基 次 員 も
条 礎 条 会 の
の 在 及 規
三 職 び 則
ま 期 第 で
で 間 十 定
、 」 二 め

本 の 二 定
額 調 項 に
が 整 を よ
零 額 第 り
で に 三 」
あ 相 項 に
る 当 と 改
者 す し め
並 る 、 る
び 部 第 。
に 分 一

改 し は
め な 、
、 か そ
同 つ の
条 た 月
第 期 数
八 間 の
項 に 二
中 つ 分

い の「
第 て 一

の た
給 給
料 料
月 月
額 額
が の
減 減
額 額
前 改
の 定
給 で

」 」 ら
に に 第
改 改 六
め め 条
る る の
。 。 五

ま
で
」
に
改

第 に 条 る
六 改 の も
条 め 三 の
か る 第
ら 。 一
第 項
六 に
条 お
の い
五 て
ま 同

第 は 項
三 、 の
条 次 次
第 の に
二 各 次
項 号 の
に の 一
規 い 項
定 ず を
す れ 加
る か え

五 は に
条 、 相
第 そ 当
三 の す
項 月 る
又 数 月
は ） 数
第 を （
十 前 地
条 三 方
の 項 公

料 人
月 事
額 委
に 員
達 会

三 し が
九 な 定

い め
場 る
合 も

め
る
。

で じ
」 。
に ）
改 」
め を
、 「
同 基
項 礎
第 在
一 職

傷 に る
病 該 。
又 当
は す
死 る
亡 者
に に
よ は
ら 、
ず 支

規 の 務
定 規 員
に 定 法
よ に 第
る よ 五
」 り 十
を 計 五

算 条「
前 し の
条 た 二
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職
員
と
し
て
の
引
き

３
号 う 並 項 が
ま 職 。 び 、 、
で 員 ） に 附 新
に の よ 附 則 条
規 う り 則 第 例
定 ち も 第 九 第
す 新 多 十 項 二
る 条 い 一 の 条

五 い の 十 及
う 退 七 び年
。 職 年 附山
） 手 山 則口
附 当 口 第県
則 に 県 三条
第 関 条 十例
五 す 例 項第

２ １（
同 た の 経
日 場 退 職 過 こ
に 合 職 員 措 の
お に 手 が 置 条
け お 当 新 ） 例
る い に 制 は
給 て 関 度 、
料 、 す 適 平

（
施 員 な に
行 に い そ
期 附 係 も の
日 る の 差
） 則 基 と 額

本 す に
給 る 相
月 。 当

続
い
た
在
職
期
間
に
含
ま
れ
る

期 例 と 項 規 の
間 第 き の 定 三
が 七 は 規 に か
新 条 、 定 よ ら
条 第 こ に る 第
例 五 れ よ 改 五
第 項 ら る 正 条
七 及 の 改 後 の
条 び 規 正 の 三
第 第 定 後 条 ま
一 六 に の 例 で
項 項 か 条 第

項 る 第 か六
か 条 五 ら十
ら 例 十 第五
第 の 号 三号
八 一 。 十。
項 部 以 二以
ま を 下 項下
で 改 こ まこ
並 正 の での
び す 項 、項
に る 及 附及
附 条 び 則

月 そ る 用 成
額 の 条 職 十
を 者 例 員 八
基 が 年（ （
礎 施 以 職 四
と 行 下 員 月
し 日 で 一「
て の 新 あ 日
、 前 条 っ か
改 日 例 て ら
正 に 」 、 施
前 現 と そ 行

額 た す
に だ る
含 し 額
ま 、 を
れ 第 支
る 六 給
給 条 す
料 の る
月 五 こ
額 第 と
に 二 と
相 項 す

期
間
に
含
ま
れ
る
も
の
が
新

及
に 並 か 例 五 び
規 び わ 第 十 第
定 に ら 六 号 六
す 第 ず 十 附 条
る 七 、 五 則 か職 条 そ 号 第 ら員 の の 附 六 第と 四 多 則 項 六し 第 い 第 、 条て 一 額 四 附 のの 項 を 項 則

び
則 例 第 第第
第 四 九四 （
十 昭 項 項項
一 和 に のに 項 四 お 規お の 十 い 定い 規 八 て にて 定 年 よ「「 に 山 条 る条 よ 口 例 改例 る 県 第 正

の に い の す
職 退 う 者 る
員 職 。 が 。
の し ） こ
退 た の の
職 理 規 条
手 由 定 例
当 と に の
に 同 よ 施
関 一 る 行
す の 退 の

当 に る
す 規 条
る 定 例
も す の
の る 適
と 一 用
し 般 を
て 職 受
人 の け
事 職 た
委 員 こ

制
度
適
用
職
員
と
し
て
退
職

五引 か も の 第 まき ら っ 規 十 で続 第 て 定 項 並い 三 そ に の びた 項 の よ 規 に在 ま 者 り 定 附職 で に 計 に
則期 の 支 算 よ
第間 規 給 し る
三に 定 す た 改
十含 に べ 退 正

第 改 条 五 前六 正 例 十 の十 前 第 号 山五 の 三 」 口号 職 十 と 県」 員 九 い 職と の 号 う 員い 退 。 。 等
う 職 以 ） 退
。 手 下 附 職
） 当 こ 則 手

る 理 職 日
条 由 手 （
例 に 当 以

よ の 下（
以 り 支 「
下 退 給 施

職 を 行「
旧 し 受 日
条 た け 」
例 も る と
」 の こ い

員 に と
会 係 が
規 る あ
則 基 る
で 本 と
定 給 き
め 月 は
る 額 、
も に こ
の 含 の
に ま 条

し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
退

項ま よ き 職 後
かれ り こ 手 の
らる 新 れ 当 条
第者 条 ら の 例
三で 例 の 額 第
十あ 第 規 三（
二っ 五 定 以 十
項て 条 に 下 九
ま、 の よ 号「
で施 二 る 新 附
、行 第 退 条 則

附 に の 第 当
則 関 項 六 暫
第 す 及 項 定
四 る び 、 措
項 条 第 附 置
の 例 四 則 条
規 等 項 第 例
定 の に 十 の
に 一 お 項 一
よ 部 い の 部
り を て 規 を

と と と う
い し と 。
う 、 な ）
。 か る 以
） つ 者 後
第 、 を に
三 そ い 退
条 の う 職
か 者 。 す
ら の 以 る
第 同 下 こ

つ れ 例
い る の
て 給 規
は 料 定
、 の に
こ 月 よ
の 額 る
限 及 給
り び 料
で 同 月
な 項 額

職
に
よ
る
退
職
手
当
に
つ

附日 二 職 例 第
則の 項 手 等 五
第前 第 当 退 項
六日 二 の 職 か
項が 号 額 手 ら
、当 か と 当 第
附該 ら す 額 八
則職 第 る 」 項
第員 十 。 と ま

の 九 い で 七

計 改 定 改「
算 正 条 に 正
し す 例 よ す
た る 第 る る
退 条 三 改 条
職 例 十 正 例
手 九 前（ （
当 平 号 の 昭
の 成 」 職 和
額 十 と 員 三

五 日 同 と
条 ま じ に
の で 。 よ
二 の ） り
ま 勤 と 改
で 続 し 正
、 期 て 後
第 間 退 の
六 及 職 職
条 び し 員

い に に
。 規 は

定 、
す 当
る 該
そ 差
の 額
他 を
の 含
職 ま

四
〇
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６
中

基 「
礎 受
在 け
職 て
期 い
間 た
の 給

５
三

第 ロ イ ず
三 れ 平
項 新 新 か 成
に 条 条 少 十
規 例 例 な 九
定 等 第 い 年
す 退 六 額 四

二
ロ イ ロ イ（

そ 施
新 新 の 行 新 新
条 条 少 日 条 条
例 例 な 以 例 例
等 第 い 後 等 第
退 六 額 平 退 六

一 じ 等 五
万 当 退 項
円 退 該 職 か
） 職 各 手 ら

し 号 当 第
た に 額 八
者 定 」 項
で め と ま

４
項 額 い「
か が 職 勤 て
ら そ 員 続 の
第 の が 期 前
三 者 施 間 項
十 が 行 と の
二 施 日 し 規
項 行 以 て 定

初 料
日 月
が 額
施 」
行 と
日 あ
前 る
で の
あ は
る 、
者 「
に 受

る 職 条 月（
者 手 の そ 一
が 当 四 の 日
新 額 の 少 以
制 か 規 な 後
度 ら 定 い 平
適 旧 に 額 成
用 条 よ が 二
職 例 り 五 十
員 等 計 十 一
と 退 算 万 年
し 職 し 円 三

職 条 が 成 職 条
手 の 百 十 手 の
当 四 万 九 当 四
額 の 円 年 額 の
か 規 を 三 か 規
ら 定 超 月 ら 定
旧 に え 三 旧 に
条 よ る 十 条 よ
例 り 場 一 例 り
等 計 合 日 等 計
退 算 に ま 退 算
職 し は で 職 し

そ る い で
の 額 う 並
勤 を 。 び
続 控 ） に
期 除 よ 附
間 し り 則
が た も 第
二 額 多 十
十 を い 一
五 も と 項
年 っ き の
以 て は 規

ま 日 後 取 の
で の 平 り 適
、 前 成 扱 用
附 日 二 わ に
則 に 十 れ つ
第 受 一 る い
九 け 年 べ て
項 て 三 き は
の い 月 期 、
規 た 三 間 同
定 給 十 」 項
に 料 一 と 中

対 け
す て
る い
新 た
条 給
例 料
第 月
五 額
条 に
の 相
二 当

て 手 た を 月
退 当 退 超 三
職 額 職 え 十
し を 手 る 一
た 控 当 場 日
場 除 の 合 ま
合 し 調 に で
に た 整 は の
お 額 額 、 間
け の 五 に
る 百 十 退

手 た 、 の 手 た
当 退 百 間 当 退
額 職 万 に 額 職
を 手 円 退 を 手
控 当 ） 職 控 当
除 の し 除 の
し 調 た し 調
た 整 者 た 整
額 額 で 額 額

の そ の
百 の 百

上 そ 、 定
の の こ に
も 者 れ よ
の に ら る

支 の 改
次 給 規 正
に す 定 前
掲 べ に の
げ き か 条
る 退 か 例
額 職 わ 第

よ 月 日 、 「
る 額 ま 退「
改 を で 給 職
正 退 の 料 し
前 職 間 月 た
の の に 額 も
条 日 新 」 の
例 の 制 と と
第 給 度 あ し
五 料 適 る 」
十 月 用 の と

の す
規 る
定 額
の と
適 し
用 て
に 人
つ 事
い 委
て 員
は 会

当 分 万 職
該 の 円 し
退 三 ） た
職 十 者
に に で
よ 相 そ
る 当 の
退 す 勤
職 る 続
手 額 期
当 間

分 勤 分
の 続 の
七 期 五
十 間 に
に が 相
相 二 当
当 十 す
す 四 る
る 年 額
額 以

下

の 手 ら 六
う 当 ず 十
ち の 、 五
い 額 新 号
ず と 条 附
れ す 例 則
か る 等 第
少 。 退 四
な 職 項
い 手 の
額 当 規

号 額 職 は あ
附 と 員 る「
則 み と 給 の
第 な し 料 は
六 し て 月 「
項 て 退 額 職
、 旧 職 に 員
附 条 し 相 と
則 例 た 当 し
第 第 場 す て
十 三 合 る 退

、 規
同 則
条 で
第 定
一 め
項 る
中 額

」「
基 と
礎 す
在 る

に が
つ 二
い 十
て 四
の 年
前 以
項 下
の の
規 も
定 の
の

の
も
の

次
に
掲
げ
る
額
の

額 定（
そ か に
の ら よ
少 次 り
な の 計
い 各 算
額 号 し
が に た
十 掲 退
万 げ 職
円 る 手

項 条 に 額 職
の か お と し
規 ら い し た
定 第 て て も
に 五 、 人 の
よ 条 そ 事 と
る の の 委 し
改 二 者 員 」
正 ま に 会 と
前 で つ 規 、
の 、 い 則

職 。
期
間
」
と

四 あ
一 る

の
は
、

適 次
用 に
に 掲
つ げ
い る
て 額
は の
、 う
同 ち
項 い

う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額

を 退 当
超 職 の
え し 額
る た （
場 者 以
合 の 下
に 区 「
は 分 旧
、 に 条
十 応 例

「
条 第 て で 勤
例 六 の 定 続
第 条 新 め 期
三 及 条 る 間
十 び 例 額 」
九 附 等 」 と
号 則 退 と あ
附 第 職 す る
則 三 手 る の
第 十 当 。 は
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附
則
第
七
項
中
「

（
第 額 職
五 附 」 附 職 員
条 則 を 則 員 の
の 第 第 の 退「
二 六 退 五 退 職
並 項 職 項 職 手
び 中 手 中 手 当
に 当 当 に「 「

９ （
第 第 山
五 三 附 山 口
条 号 則 口 県
か 中 第 県 職
ら 六 職 員「
第 第 項 員 等
五 六 中 等 退
条 条 退 職「

８
第 第附 二 一則 読項 項第 み二

項 替
か えら

７
も 条 と 「
の の 新 す 基
と 規 条 る 礎
す 定 例 。 在
る の 第 職
。 適 六 期

用 条 間
に の （

退
職
手
当
の
額
」
を
「
退
職
手

」 第 の に 関（
に 四 基 傷 関 す
改 条 本 病 す る
め 額 又 る 条（
る 」 」 は 条 例
。 を に 死 例 の

、 亡 の 一「
第 に 一 部「
三 第 よ 部 を
条 五 ら を 改
第 条 ず 改 正
一 の 、 正 す

の の 第 職 手
三 規 三 手 当
ま 定 条 当 暫
で に か 暫 定
及 該 ら 定 措
び 当 第 措 置
第 す 五 置 条
六 る 条 条 例
条 」 の 例 の
か を 二 の 一
ら ま 一 部「
第 第 で 部 を

前 る
項 規ま
で 定
に
定
め 基 そる 礎 のも 読在 者の み職 のの 替期 基ほ

つ 四 職
い の 員
て 規 の
は 定 退
、 に 職
次 よ 手
の り 当
表 退 に
の 職 関
上 手 す
欄 当 る
に の 条

当
の
基
本
額
」
に
、
「
第
五

項 二 そ す る
」 の る 条（

」 を 者 条 例
に の 例 の「
、 第 都 一（

五 合 昭 部「
退 条 に 和 改
職 の よ 四 正
手 三 り 十 ）
当 」 退 八
の に 職 年

六 六 及 を 改
条 条 び 改 正
の 又 第 正 す
四 は 六 す る
ま 第 条 る 条
で 六 」 条 例
の 条 を 例 の
規 の 一「 （
定 二 第 昭 部
に の 二 和 改
よ 規 条 三 正

え間 礎か 在 ら、 職 れこ 期 るの 間 字条
例 （ 句
の
施
行 平 平に 成 成関

掲 調 例
げ 整 の
る 額 一
同 を 部
条 計 を
の 算 改
規 す 正
定 る す
中 場 る
同 合 条
表 に 例

条
及
び
第
五
条
の
二
並
び
に

額 改 し 山
」 め た 口
を る 者 県

。 に 条「
退 係 例
職 る 第
手 退 三
当 職 十
の 手 九
基 当 号
本 に ）

り 定 の 十 ）
」 に 三 七
に 該 か 年
改 当 ら 山
め す 第 口
る る 五 県
。 」 条 条

に の 例
、 三 第

ま 五「
第 で 十

八 八し 年 年必 四 四要 読月 月な 一 一経 日 日過 以 以措 み後 後置 の のは 基 そ、 礎 の人 替

の お （
中 い 平
欄 て 成
に 、 十
掲 基 八
げ 礎 年
る 在 山
字 職 口
句 期 県
は 間 条
、 の 例

」
を
「
第
五
条
か
ら
第
五
条

額 関 の
」 す 一
に る 部
、 部 を

分 次「
第 を の
四 除 よ
条 く う
及 。 に
び ） 改
」 」 正

六 及 号
条 び ）
の 第 の
規 六 一
定 条 部
に か を
よ ら 次
り 第 の
」 六 よ
を 条 う

の に

在 者事 職 の委 期 基員 間 礎会 え在規 職則 期で 間定 る
め （
る
。

そ 初 第
れ 日 十
ぞ が 八
れ 平 号
同 成 ）
表 八 の
の 年 施
下 四 行
欄 月 の
に 一 日
掲 日 以

の
三
ま
で
及
び
」
に
改
め

を を す
削 る「

第 り 。
三 、
条 「
第 退
一 職
項 手
及 当
び の

「
第 五 改
二 ま 正
条 で す
の 」 る
三 に 。
、 改
第 め
三 、
条 同
、 項

字

句

げ 前 後
る で の
字 あ 期
句 る 間
に 者 に
読 に 限
み 対 る
替 す 。
え る ）
る 同 」

四
二
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第 公
七 益
条 法
第 人
一 等
項 へ
中 の

（
公 ２ を
益 数 第 加
法 」 育 え七
人 と 児 る条
等 す 休 。第
へ る 業四
の 。 を項
職 しの

（
職 ２

第 職 員 例 第
七 員 の 第 一 六
条 の 育 六 般 条
中 育 児 条 の 第

児 休 の 派 二「
第 休 業 四 遣 項
七 業 等 第 職 を

（ （
外 職

外 国 附 職 員
国 の 則 員 の
の 地 第 の 退
地 方 四 退 職
方 公 項 職 手
公 共 中 手 当
共 団 当 に「

新 る「
第 附 附 。条
二 則 則例
条 第 第第
の 十 八二
三 四 項条
か 項 中の
ら 中三 「

職「
第 員
七 の
条 派
第 遣
四 等
項 に
」 関
を す

る「
第 条
六 例

員 た規
の 期定
派 間の
遣 適 （
等 当用
に 該に
関 育つ
す 児い
る 休て
条 業は
例 に、
の 係

条 等 に 一 員 次
第 に 関 項 に の
四 関 す に 関 よ
項 す る 規 す う
」 る 条 定 る に
を 条 例 す 職 改

例 の る 員 め「
第 一 現 の る（
六 平 部 実 退 。
条 成 改 に 職
の 四 正 職 手
四 年 ） 務 当

団 体 第 に 関
体 の 四 関 す
の 機 条 す る
機 関 」 る 条
関 等 を 条 例
等 に 例 等「
に 派 第 等 の
派 遣 三 の 一
遣 さ 条 一 部
さ れ 第 部 を
れ る 一 を 改
る 職 項 改 正

第 第か 「
五 第 三ら
条 三 条第
の 条 か五
三 か ら条
ま ら 第の
で 第 五三
及 五 条ま
び 条 ので
第 ま 二及
六 で まび
条 」 で

条 （
の 平
四 成
第 十
一 三
項 年
」 山
に 口
改 県
め 条
、 例

同
一 る項
部 子中
改 が「
正 一そ
） 歳の

に月 達数 しの た二 日分 の

第 山 に に
一 口 従 関
項 県 事 す
及 条 す る
び 例 る 条
第 第 こ 例
七 一 と 第
条 号 を 六
第 ） 要 条
四 の し の
項 一 な 四

職 員 」 正 す
員 の に す る
の 処 、 る 条
処 遇 条 例「
遇 等 額 例 の
等 に は 一（
に 関 、 平 部
関 す 同 成 改
す る 条 十 正
る 条 」 五 ）
条 例 を 年

第
か を 及六
ら び条 「
第 第 第か六 二 六ら条 条 条第の の 」六五 三 を条ま 及の 「
で び 第五」 第 二まに 六 条

同 第
条 四
第 十
二 四
項 号
を ）
次 の
の 一
よ 部
う を
に 次

の 属一 すに る相 月当 ます でる の
月 期
数 間
」 に
と 限

」 部 い 第
に を 期 一
、 次 間 項

の に 及「
同 よ は び
項 う 該 第
」 に 当 七
を 改 し 条

正 な 第「
同 す い 四
条 る も 項

例 の 山「
一 基 口（

昭 部 本 県
和 改 額 条
六 正 は 例
十 ） 、 第
三 同 六
年 項 十
山 」 五
口 に 号
県 改 ）

で改 条 の」め の 三にる 五 か改。 」 らめ に 第、 、 五同 条「項 、 の
第 新 三
一 条 ま
号 例 で

改 の
め よ
る う
。 に

改
正
す
る
。

あ る
る 。
の ）
は に
、 つ

い「
そ て
の の
月 職
数 員
の の

例 。 の の
第 と 規
六 み 定
条 な の
の す 適
四 。 用
第 に
一 つ
項 い
」 て
に は

条 め の
例 る 一
第 。 部
二 を
号 次
） の
の よ
一 う
部 に
を 改
次 正

中 第 及
三 び「

第 条 第
三 か 六
条 ら 条
か 第 か
ら 五 ら
第 条 第
五 の 六
条 二 条
の ま の

四
三

三 退
分 職
の 手
一 当
に に
相 関
当 す
す る
る 条
月 例

改 、
め 派
、 遣
同 の
条 期
に 間
次 は
の 、
一 同
項 条

の す
よ る
う 。
に
改
正
す
る
。

二 で 五
ま 及 ま
で び で
及 第 」
び 六 に
第 条 改
六 」 め
条 を る
」 。「
を 、
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山 こ
平 口 の
成 県 条 附
十 税 例
八 賦 は 則
年 課 、
三 徴 平
月 収 成

第 六 第
公 二 一
債 条 公 条
管 の 債 に
理 表 管 次
特 に 理 の
別 次 特 一
会 の 別 号

山
特 口 特
別 県 平 別
会 特 条 成 会
計 別 例 十 計
設 会 第 八 設
置 計 十 年 置
条 設 九 三 条
例 置 号 月 例

２
第 条 児
十 の 又 派
八 四 は 遣
条 第 家 職
中 一 族 員

項 介 に「
第 に 護 関

二 条 十
十 例 八
二 の 年
日 一 四

部 月
を 一
改 日
正 か
す ら
る 施
条 行
例 す

計 よ 会 を
う 計 加
に え
加 る
え 。
る
。

こ 一
れ 般
ら 会

条 二 の（
昭 例 十 一
和 の 二 部
三 一 日 を
十 部 改
九 を 正
年 改 す
山 正 る
口 す 条
県 る 例
条 条 を
例 例 こ

七 規 を す
条 定 行 る
第 す う 退
四 る 労 職
項 現 働 手
」 実 者 当
を に の 条

職 福 例「
第 務 祉 第
六 に に 六
条 従 関 条
の 事 す の

を る
こ 。
こ
に
公
布
す
る
。

に 計
付 繰
随 入
す 金
る 及
諸 び
収 県
入 債

並
び
に

第 こ
十 に
二 公
号 布
） す
の る
一 。
部
を
次
の

四 す る 四
第 る 法 第
一 こ 律 一
項 と 項（
」 を 平 及
に 要 成 び
改 し 三 第
め な 年 七
る い 法 条
。 期 律 第

間 第 四

付 県
随 債
す の
る 償
諸 還
支 金
出 及
金 び

利

よ
う
に
改
正
す
る
。

に 七 項
は 十 の
該 六 規
当 号 定
し ） の
な に 適
い 規 用
も 定 に
の す つ
と る い
み 育 て

山
口
県
知
事

二

子
並
び
に
こ
れ
ら
に

山
口
県
知
事

二

な 児 は
す 休 、
。 業 職

の 員
期 派
間 遣
を の
除 期
く 間
。 （
） 育

井

関

成

井

関

成

は 児
、 休
退 業
職 、
手 介
当 護
条 休
例 業
第 等
六 育

四
四
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平
成
十
八
年
三
月

２ （
山 条 軽
口 例 平 油
県 の 成 引
使 施 十 取
用 行 七 税
料 の 年 に
手 日 度 関
数 か に す

１ ４（
施 て と

こ 行 、 さ 第
の 期 附 こ れ 百
条 日 の る 十
例 ） 則 条 軽 六
は 例 油 条
、 の の か
平 規 使 ら

２
第 十 第 委
八 一 八 任 知
条 条 す 事
に 軽 第 る は
次 油 二 。 、
の 引 項 法
一 取 第 第
項 税 十 四

次 山
の 第 山 口
一 四 口 県
項 条 県 山 条
を 第 税 口 例
加 一 賦 県 第
え 項 課 税 二
る 中 徴 賦 十
。 第 収 課 号

二
十
二
日

料 ら お る
条 平 い 経
例 成 て 過
の 十 課 措
一 八 し 置
部 年 た ）
を 五 軽
改 月 油
正 三 引
す 十 取
る 一 税
条 日 に

成 定 用 第
十 を に 百
八 適 係 十
年 用 る 八
四 す 事 条
月 る 務 の
一 。 所 二
日 又 ま
か は で
ら 事 の
施 業 規
行 所 定

を 一 十
加 県 号 八
え 庁 を 条
る の 次 第
。 所 の 一

在 よ 項
地 う 及

に び
改 第
め 二
る 項
。 の

八 条 徴
号 例 収
を 条（
削 昭 例
り 和 の
、 二 一
第 十 部
九 五 を
号 年 改
を 山 正
第 口 す
八 県 る

例 ま 係
を で る
こ の 徴
こ 間 収
に に 金
公 限 の
布 り 徴
す 、 収
る な に
。 お つ

従 い

す の に
る 所 よ
。 在 る

地 事
務（

特 に
別 つ
の い
事 て
情 は
に 、

規
定
に
よ
る
市
町
長
の
同
意

号 条 条
と 例 例
し 第
、 三
同 十
条 九
第 号
二 ）
項 の
中 一

部
前 て
の は
例 、
に 改
よ 正
る 後
。 の

山
口
県
税

よ 第
り 百
こ 十
れ 条
に の
よ 規
り 定
難 に
い よ
場 つ
合 て

並
び
に
同
条
第
一
項
の
一
定

「
前 を
項 次
」 の
を よ

う「
前 に
二 改
項 正
」 す
に る
改 。

山
口
県
知
事

二

賦
課
徴
収
条
例
第
八
条
の
規

に そ
は の
、 引
知 取
事 り
が に
指 つ
定 い
す て
る 軽
場 油

の
期
間
の
決
定
に
関
す
る
事

め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と

井

関
四
五

成

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

所 引
） 取
を 税
課 を
税 課
地 さ
と な
み い
な こ
し と

項
を
県
税
事
務
所
の
長
に

し
、
同
条
第
一
項
の
次
に



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

備
の 保 場 第
金 安 合 三 行 考
額 責 条 政（
か 任 以 第 手
ら 者 下 一 続
減 試 項 等「

「

験売高
手主圧
数任ガ
料者ス
試販

試状第 試状第
験に二 験に一

別
表
第
一
の
２
の
表

山
第 山 口介 二 口 県護 条 県 山 条サ 第 使 口 例ー 三 用 県 第ビ 項 料 使 二ス の 手 用 十情 表 数 料 一報じ 験 電 の に

た 手 子 規 お
金 数 情 定 け
額 料 報 に る
と 及 処 よ 情
す び 理 り 報
る 高 組 同 通
。 圧 織 項 信

ガ に に の
ス よ 規 技
販 り 定 術
売 受 す の

係種 係種
る販 る販
販売 販売
売主 売主
主任 主任
任者 任者
者免 者免

八
の
項
中

「

験売高
手主圧
数任ガ
料者ス
試販

行 料 手 号調 政 条 数査 書 例 料手 士 条数 （
試 昭 例料 験 和 の
手 三 一
数 十 部
料 一 を
の 年 改
項 山 正
の 口 す

主 験 る 利
任 願 電 用
者 書 子 に
試 を 情 関
験 提 報 す
手 出 処 る
数 す 理 法
料 る 組 律
の 場 織 （
金 合 を 平
額 」 使 成

一 一
件 件
に に
つ つ

試状第 試状第
験に二 験に一
係種 係種
る販 る販
販売 販売
売主 売主
主任 主任
任者 任者
者免 者免

次 県 る
条に 条の介 例次 例規護 の 第定保 よ 一に険 う 号よ法 に ）る（ 加 の指平 え 一定成 る 部を九 。 を

は と 用 十
、 い し 四
五 う て 年
百 。 受 法
円 ） 験 律
を の 願 第
前 高 書 百
記 圧 を 五
の ガ 提 十
手 ス 出 一
数 製 す 号

き き

六 八
千 千
七 五

一 一
件 件

受年 次け法 のた律 よ者第 う百 に二 改十 正三 す号 る） 。第
料 造 る ）

」
に
改
め
、
同
表
十
一

百 百
円 円

に に
つ つ
き き

六 八

百
十
五
条
の
三
十
第
一
項

の
項
液
化
石
油
ガ
ス
設
備

千 千
七 五
百 百
円 円

」
を 四

六



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

五
方下
卸関
売漁
市港
場地

四
ン水
タ産
ー研
究
セ

の 士
表 試
中 験

手「
農 数
林 料
部 に
関 関
係 す

備
１

る 考
。 月

の
中 売 事途

店か
そら
の使 務用 他

場地
使方
用卸
料売
市

会 荷 卸

さ

議 ば 売

機
器
使
用
料

殺 オ ス は 背

ラ
ー く

菌 イ 割

使 る
用 部
料 分
手 中
数 「
料
」
を
「
農
林
水

す の
る 施
場 設 室合
の
そ
の
月 一の 平使 方用

き

室 所 場

重
量

ブ 皮
サ

機 ン ー 機 機

二産 万部 三関 千係 円使
用 」
料 を
手 「
数 五合り料 （

百に受電」メ料 ーの ト金 ル額 一は 月、 に日 つ割 き計
算 知千の

十
キ
ロ
グ

一 ラ 一
日 ム 月
に に に
つ つ つ
き き き

で千 分に卸

一 一 一 一 一
時 時 時 時 時
間 間 間 間 間
に に に に に
つ つ つ つ つ
き き き き き

円あ験子に ）つ願情改 て書報め はを処、 、提理二同 二出組万表 万す織三四 二るに千の 千場よ円項
及 」
び に事二方 が百法 定八に め十よ る円つ 額のて 範算 囲定 内す で

知五 のお売
事百 三け業
が七 をる者
定十 乗卸の
め五 じ売地
る円 ての方
額の 九 得金卸
範 十 た額売
囲 三 額に市
内 銭 千場

五 二
百 百
七 五 八 八
十 十 十 十 百
円 円 円 円 円

五 改
の め
項 、
を 別
次 表
の 第
よ 一
う の
に ７
改 の
め 表

四
七

る を
。 削

り
、
別
表
第
一
の
６



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

一三
十

る測総小
事度ト型
務にン漁
関数船
すのの

別
表
第
一
の
６
の
表

漁
業
権
免
許

抵漁定 更漁 漁 漁
当業置 の業 業 業権権漁 免権 権
のを業 許の の 権
設目権 分 共

手ト小
数ン型
料数漁
測船
度総

上総 漁上
のト 船五
小ン ト
型数 ン
漁が 未

に
次
の
よ
う
に
加総 満総 えト のト るン 小ン 。数 型数

が 漁が

３ ２
金 合 め
額 に 電 る 週
と 限 気 。 、
す る 、 日
る 。 ガ 又
。 ） ス は

の 又 時
使 は 間
用 水 をの定的又 割 有

のとは 又 の 免認す区 は 認
可る画 変 可 許

船五 満
ト の
ン 小
以 型

三 船三
ト ト
ン ン
以 未

料 道 単
の を 位
金 使 と
額 用 す
は す る
、 る 場
そ 場 合
の 合 の
実 使（
費 水 用
に 道 料

一 一 一 一
件 件 件 件
に に に に
つ つ つ つ
き き き き

一 一
隻 隻
に に
つ つ
き き

六う度上 円う度（

一
隻
に
つ
き

上（

相 を の
当 使 金
す 用 額
る す は
額 る 、
を 場 前
前 合 記
記 に の
の あ 金
使 つ 額
用 て を

二 三 三
千 千 千 千
二 五 七 七
百 百 百 百
円 円 円 円

千場以甲全 ）場以
円合外板部 合外
）にの下の にの
あ容全容 あ容
つ積部積 つ積
てののの三 ての
は測容測万 は測
、度積度七 、度
二をの及千 一を
万行測び円 万行

甲全
板部
下の
全容
部積
のの一
容測万
積度六 一
の及千 万
測び円 円

料 は 基
の 、 準
金 知 と
額 事 し
に が て
加 定 知
算 め 事
し る が
た 場 定

四
八



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

二三
十

る許漁
事等業
務に権
関の
す免

請漁
等船
手登
数録
料申

認漁 付漁 動
船 船 力
及 の

漁び 登
登 録 船

等
手
数
料

無 の免 本
附許 の動
属漁 交力
書業 付漁 類原船

簿免
謄許
本漁
交業
付原

漁 又図免 うの総 う
場 はを許 漁漁ト 漁
図 抄除漁 業船ン 業
の 本く業 のを数 の
謄 の。原 変使五 許

料申
請
等
手
数

の総 休 漁定
漁ト 業 業置
船ン 中 権漁
を数 の の業
使五 漁 移権

録 票 の
票 の

登の 再
検 交 録

総 満総
ト のト
ン もン
数 の数
百 二

の簿
の 閲又
登 覧は
録 そ

総
ト
ン
数
二

本 交）簿 更用ト 可
又 付の のしン（
は 謄漁 許て以
抄 本場 可行上

用ト 業 転又
しン の のは
て以 許 認区
行上 可 可画

一
隻
に
つ
き

ト 十
ン ト
以 ン
上 以

一 一の 一 上
隻 隻も 隻 百
に にの に ト

ンつ つ つ
き き き 未

十
ト
ン 用
未 紙

一満 一 一 一
隻の 隻 回 枚
にも に に に
のつ つ つ つ

き き き き

用
紙
一 一
枚 件
に に
つ つ
き き

一 一 一
件 件 件
に に に
つ つ つ
き き き

三
千
六
百
円

二 七 七
千 千 千
四 九 四
百 百 百
円 円 円

六 四 二 五
千 千 百 百
九 六 八 二
百 百 十 十
円 円 円 円

五 二
百 千
二 四
十 百
円 円

二 二
千 千 千
九 五 二
百 百 百
円 円 円

四
九



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

「 「
別分 置色 表素 第レ す一ー るの光 ザ 事６ー 務の発 表生

五三 四三
十 十
の遊 務に業にの輸
登漁 関場供製出
録船 すのす造水
に業 る登るの産
関者 事録事用物

三三
十

務に漁
関船
すの
る登
事録

を器 装 数別 料表
第
一
の
７
の
表
と
し
、

登遊 数登製輸
録漁 料録造出
申船 申事水
請業 請業産
手者 手場物

遊
漁
船
業
者

備

国 考
又
は
地 交漁方 付船公 の共 登団 録体

録動 登無
力 録動
漁 力
船 漁
の 船

一 一 別時 時 表間 間 第に に 一つ つ のき き ５
の
表
一
の
項

の
登
録

のが 謄申 本請 のす
る
場 総合 トに ンお 数い 百て

変 の
更 変
の 更
登 の

満総 総
のト ト
もン ン
の数 数
二 二

機
器三 五 使百 百 用九 九 料十 十 に円 円 関
す」 」

、 、 る
部
分

一 一
件 件
に に
つ つ
き き き

トは ン、 以手 上数 一の料 隻もを にの徴 つ収 きし
な
い

用
紙
一
枚
に
つ

十 十
ト ト
ン ン
以 未

一 上 一満 一
隻 百 隻の 隻
に ト にも に

ン のつ つ つ
き 未 き き

中

二 一
万 万
八 二
千 千
円 円

も
の
と
す
る
。 四

百
四 四
十 千
円 円

三 三 二
千 千 千
七 四 三
百 百 百
円 円 円

五
〇



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

「 「

人 量スイ ア
分クオ ミ工 析ロン ノ
装マト気 酸置トラ 分象 グッ

析ラプ装 装フ式

「 「

ガ 量スイ 真
ス 分クオ 空ク 析ロン
ロ 装マト 巻
マ 置トラ

締ト グッ
グ ラプ めラ フ式

「 「 「

高 微 オ 定化
装学周 小 ゾ
置的波 硬 ン 酸シ さ 処 素ー 要試 理ル 求

験 装装 量

「 「 「

数 支サマ
援ーイ値 装プク
置ロ制 ログプ御 ラ

ロム旋 セ開
置 質ガ 置 フ 質ガ 機 置 機 置 測 盤 発ッ

一 一
一 時 試
日 間 料
に に に
つ つ つ
き き き

一 一 一
試 時 時
料 間 間
に に に
つ つ つ
き き き

円（
を一
加試
算料

一 一 一 一
時 時 時 時
間 間 間 間
に に に に
つ つ つ つ
き き き き

一 一
時 時
間 間
に に
つ つ
き き

三
万 千 七
六 百 百
百 三 三
十 十 十
円 円 円

」 」 」
を に

、

し増
たす千
額ご五 千 三
）と百 百 百
に九 三 五
二十 十 十
百円 円 円

」
を を

削
り

四 三 四
百 百 百
四 五 二 四
十 十 十 百
円 円 円 円

」 」 」 」
及 、 、 、
び

二
千
三 三
百 百
八 七
十 十
円 円

」 」
、 、

、

五
一



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

「

曲 圧

げ 縮

試 試

「

曲 圧

し
げ 縮 な伸

いび
も計試 試
のを
使

「 「

度ホ
測ル

し 定ム
な伸 機ア
いび ル
も計 デ
のを ヒ
使 ド

「

多 濃総 人 バ散揮
数 度揮 ー測発工室 測発 定性
換 定性 用有気
気 機有 小機

象量 機 形化
測 化 チ合装定 合 ャ物

験 験 験 験 用 用 濃 機 物 置 ン放

一 一
試 試
料 料
に に
つ つ
き き

に 算たきに（ （
あ変 し額千あ変
つ位 たを七つ位
ての 額千百ての

一 一 一
試 試 試
料 料 料
に に に
つ つ つ
き き き

算たきに（
し額千あ変
たを七つ位
額千百ての

一 一
試 時
料 間
に に
つ つ
き き

一
一 時 一 一
回 間 日 日
に に に に
つ つ つ つ
き き き き

は測 ）七円は測
、定千 百と、定千
一を六 三し一を七
箇す百 十て箇す百
所る七 円計所る三
に場十 に算に場十
つ合円 加しつ合円

に
改
め

）六円は測
千 千 百と、定
六 七 八し一を
百 百 十て箇す
七 三 円計所る
十 十 に算に場
円 円 加しつ合

」 」
を に

、

千 千
六 六
百 百
八 八 四
十 十 百
円 円 円

」 」
を

三 千
二 四 万 五
千 百 六 百
五 二 百 五
十 十 十 十
円 円 円 円

に
改
め

、
同
部
分
の

中

、
同
項
理
化
学
試
験
手
数
料
に
関
す
る
部
分
の

中

五
二



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

成
十
七
年
法
律
第
百
二

分
別 十 十 及
表 七 六 び
第 織削 削一 機除 除の 等
５ 稼
の 働
表 率

削 「
り を原 装蛍、 使子 置光

用吸 をエを す光 使ッ 定
る分 用クと 量も光 すスし の光 る線 分、 度 も分

「 「

を高 す三
使精 る次
用度 も元

定 す三 の測
る次 定

量 も元 機
の測 を分
定 使

「

す三
る次
も元
の測
定
機
を
使十

三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項

を 測
別 定
表 手
第 数
一 料
の に
６ 関
の す
表 る
と 部
し 分
、 を

計 の析 析を

と
し
、

を
削 一り 試、 料

析 機 用 用

」
に
、
「
同
条
第
二
項
第
一

別 削
表 り
第 、
一 同
の 表
４ 十
の 六
表 の
四 項
の 及
二 び

一 一 一を 成 試 項
分 料 目と に に にし つ つ つ、 き き き同

項
機
械
金
属

一 一 一
項 時 時
目 間 間
に に に
つ つ つ
き き き

一
時
間
に
つ
き

算たき
し額千
たを七
額千百

号
に
掲
げ
る
」
を
「
同
条
第

の 十
項 七
中 の

項「
児 を
童 次
福 の
祉 よ
法 う
第 に
二 改

四 三非 千 千破 三 三 八壊 千 百 百検 三 六 八査 百 十 十実 円 円 円施
確 」
認 に
手 改
数 め

三 六
千 千 四
八 三 千
百 百 九
八 九 百
十 十 十
円 円 円

」 」
を に

改
め

）六円
四 百と
千 七し
九 十て
百 円計
十 に算
円 加し

」 」
を

三
項
に
規
定
す
る
費
用
の
」

十 め
一 る
条 。
の
十
第
一
項
」
を

料 、
に 同
関 項
す 機
る 械
部 金
分 属
、 試
木 験
竹 手
材 数

、
同
項
機
器
分
析
試
験
手
数

に
改
め
、
同

五 表
三 四

の
三
の

「
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平

試 料
験 に
手 関
数 す
料 る
に 部
関 分
す 中
る
部 を

料
に
関
す
る
部
分
の

中



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

の十 別
二五 表

第すの動 一る登物 の事録取 ４務に扱 の関業 表

二六二 別
の十 表

第事表ス介 一務に情護 の関報サ ４すのー のる公ビ 表

る
二五二 。
の十

事付門介
務に員護
関証支
すの援
る交専

三 に 自 項「
知十 掲 立 中
的七 げ 支 「
障 特号 る 援

） 」 害 定法
第 を 者 日第
十 福 常二「

同五 祉 生十
条条 法 活九

を手登動 別数録物 表料申取 第請扱 一等業 の
５動 更動 動 の物 新物 物 表取 取 取 と扱 扱 扱 し業 業 、業

二手ス介 手ス介 十数情護 数情護 六料報サ 料報サ の公ー 調ー 項表ビ 査ビ の
次
に
次
の
よ
う

等門介
手員護
数証支
料交援
付専

再介 書介 交介
交護 換護 付護
付支 え支 支
援 交援 援
専 付専 専

第の 費条（
三 昭 」十 第

一 項 和 を一
に 三第 項 「

特一 規 十 の
定項 定 五 特
費の す 年 定
用特 る 法 費
」定 費 律 用
に費 用 第 の
、用 の 三 額

登 の 別の録 登 表登証 録 第の の 録 一
の
３
の
表
十
五
の

に
加
え
る
。

門 門 門
員 員 員
証 証 証
の の の

」の 十 と 「
身に額 七 同
体、と 号 条
障同 ） 第「
害同条 第 三
者法第 十 項
福第二 五 に
祉十項 条 規
法五第 の 定
第条一 五 す
十の号 第 る

項
の
次
に一 一 一 次件 件 件 のに に に よつ つ つ うき き き に
加
え

一 一
件 件
に に
つ つ
き き

一 一 一
件 件 件
に に に
つ つ つ
き き き

七十に 一 費
条一掲 項 用
の第 」げ の
四二 をる 」
第項額 に「
一第 障と 、
項一 害を 「
の号 者合 同
特に 自算 法
定掲 立 」し
費げ 支 をた

る
。

二 一 一
千 万 万
二 五 五
百 千 千
円 円 円

一 四
万 万
四 六
千 千
円 円

四
千 千

千 六 二
百 百 百
円 円 円

用」 る 援 「
」 の身に 法
を 額体改 第

とめ 障二「
知、 害 同十
的同 条者九
障表 第福条

二 害 二祉第
者十 項法一

五 福 」 第項
の 祉 に」 一
項 法 改に 号
の 、 め に（

昭 、次 掲「
和 同 同に げ
三 条 表次 る
十 第 四の 」
五 二 のよ を
年 項 四う 「

に 法 第 の 障
律 一 項 害加

え 第 号 中 者

五
四



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

の
次 別
に 表 九
次 第 る登旅の 一 事録行よ の 務に業う ２ 関等に の すの加 ２

別
八 表

第すの通 一る登訳 の事録案 ３務に内 の関士 表

の十
四五

関管飼特
すの養定
る許又動
事可は物
務に保の

の十
三五
関任動
す者物
る研取
事修扱
務に責

え の 料録旅る 表 申行。 を 請業別 手等表 数登第
一 録旅 旅 旅の 行 行行３ 業 業業の 者 のの表 代 登と 変

を手登通 別数録訳 表料申案 第請内 一等士 の
４旅 訂通 通 の正訳 訳 表行 又案 案 とは内業 内 し再士 、士

請養特
等等定
手許動
数可物
料申飼

付保特 保特 保特
管定 管定 管定
の動 の動 の動
許物 変物 許物
可の 更の 可の

講任動
手者物
数研取
料修扱
受責

再
交
付

理 録し 更業 の、 登の 更別 登 録 新表
第
一
の
８
の
表
中

の 交登 別の付録登 表登証 第録 の 録 一
の
２
の
２
の
表
に

証飼 の飼 飼
の養 許養 養
再又 可又 又
交は は は

十
五
の
項 一 一 一か 件 件 件ら に に に十 つ つ つ六 き き きの
二
の

次
の
よ
う一 一 一 に件 件 件 加に に に えつ つ つ るき き き 。

一 一 一
件 件 件
に に に
つ つ つ
き き き

一
人
に
つ
き

項
ま
で
を
削 一 一り 万 一 万、 五 万 七十 千 千 千七 円 円 円の
項

二
万 五
三 四 千
千 千 百
円 円 円

二 一
千 万
二 一 七
百 万 千
円 円 円

二
千
円

五
五

を
十
五
の
項
と
し
、
同
項



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

別
表
第 すの一 る許の 事可

務にの 関表

の二 別 の
二十 表 二

第定に別土 関一開お警砂 すの発け戒災 る８行る区害 事の為特域特 務表

十 十
七 七
者解 関業浄
の体 すの化
登工 る登槽
録事 事録工
に業 務に事

十
六

事認打建
務に刻設
関又機
すは械
る検の

三 手為の 数許項 料可の 申次 請に
次出の性 行域土のが営風 為に砂よあ業俗 のお災うつの関 変け害にた届連 更る特加

二特別土 手十定警砂 数の開戒災 料項発区害 の行域特 次
に行域土 の解次為に砂 更体ののお災 新工よ許け害 事う可る特 業に

者解 等業浄
登体 手登化
録工 数録槽
申事 料申工
請業 請事

解 簿浄 簿浄 の
体 の化 の化 更
工 閲槽 謄槽 新
事 覧工 本工
業 事 の事

数刻建
料申設
請機
等械
手打

浄 浄 認打 打
化 化 刻
槽 槽 さ
工 工 れ
事 事 た

旨出特 の特別えを書殊 許定警る記の営 可開戒。載提業 発区

特別 者加定警 のえ開戒 登る発区 録。

者 業 交業
の 者 付者
登 登 登
録 録 録

業 業 記
の の 号
登 登 の
録 録 検 刻

一
件
に
つ
き

一 一
件 件
に に
つ つ
き き

用
紙

一 一 一
件 回 枚
に に に
つ つ つ
き き き

建 建
設 設
機 機
械 械

一 一 一 一
件 件 個 個
に に に に
つ つ つ つ
き き き き

四
千
四
百
円

四 二
万 万
四 六
千 千
円 円

三 四 六
万 百 百
三 三 八
千 十 十
円 円 円

二 三 三 三
万 万 万 万
六 三 六 六
千 千 千 千
円 円 円 円

五
六



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

二

る交し
事付た
務に書
関面
すの

三
の
た届特性
旨出殊風
をが営俗
記あ業関
載つの連

載提の性
し出営風
たが業俗 に
書あ等関 そ 係受
面つの連 の る付

数
料

付を書の性
記の営風
載提業俗 もす所
し出の関 そ のるを
たが変連 の も設

書
面
交
付
手

営との条二十る適規
業す営第十三法正制風
にる業七二年律化及俗

し
た

もと介舗特 書
のす営型殊店 面
る業電営舗 の

のた届特 他 も所
再旨出殊 の のの
交を書営 も 新
付記の業 の 設

書あ更特 他 のけ
面つの殊 の によ
のた届営 も 係う
交旨出業 の ると

つ者を項号法 等び営（
きで営第）律昭に業業
受当も一第第和関務等
付該う号二百二すのの

者を話業型 交
に営異又性 付
係も性は風
るう紹店俗

一 一 一
件 件 件
に に に
つ つ つ
き き き

円を受

一
件
に
つ
き

一
件
に
つ
き

百を受

一
件
に
つ
き

に乗付
加じ所
算ての
し得数
たたに
額額八

千 千 を千
二 五 千五
百 百 九百
円 円 百円

三
千
四
百
円

円乗付
にじ所
加ての
算得数
したに
た額八
額を千
三五
千百
四円

一
万
千
九
百
円

五
七



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

三 二 一 こ
の の

別 別 項 別 条 附
表 表 及 表 例
第 第 び 第 は 則
一 一 三 一 、
の の の の 平
３ 項 ３ 成

等 「
危 係交 検雑 る険 る通 定踏 検物 検誘 警 定運 定導 備搬 警 業警 備 務備 業 に業 務 係

安「
警 別大 係重 備 表規 る要 」 第模 検交 を 二雑 定通 の踏 誘 「
空 一警 導 港 の備 警 保 項に 備

「
別講特 講特 表習定 習定 第任 任 一意 意 の高 高

齢 齢 の者 者 表通 簡の の の の 十
表 表 改 表 八
十 三 正 十 年
五 の 規 五 四
の 項 定 の 月
項 の 項 一
の 次 公 の 日
次 に 布 次 か
に 次 の に ら
次 の 日 次 施
の よ の 行
よ う よ す

務 に る」
に
、
「
重
要
貴
重
品
運
搬

安 中係 に 警 「
備 一業

般務
旅」
券に

、 の
再「

重 発
要 給施

十常 易 四
の
項
中
「

講特
習定
任

一 意
人 高

う に う る
に 加 に 。
加 え 加 た
え る え だ
る 改 る し
改 正 改 、
正 規 正 次
規 定 規 の
定 定 各

平 号（ （
特 成 特 に

警 一 一 一備 件 件 件」 に に にを つ つ つ「 き き き貴
重
品
運
搬
警

設一 警件 備に 」つ をき 「
施
設
警
備
業

一 齢
時 一 者
間 人 簡
に に 易
つ つ
き き

定 十 定 掲
動 八 動 げ
物 年 物 る
の 五 の 規
飼 月 飼 定
養 一 養 は
又 日 又 、
は は 当
保 保 該
管 管 各
の の 号

備
業 一 一 一務 万 万 万」 四 三 三に 千 千 千改 円 円 円め
る 」 」
。 に

、

一務 件」一 にに万 つ、四 き
千
円

」
を

二
千 千
五 四 一
十 百 人
円 円 に

つ
きに

改
め

許 許 に
可 可 定
に に め
係 係 る
る る 日
部 部 か
分 分 ら
を に 施
除 限 行
く る す
。 。 る

「
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬

千
六
百
円

」
を
削
り
、

る
。

千
四
百
円

」
） ） 。

並
平 び
成 に
十 別
八 表
年 第
六 二
月 の
一 一

警
備
」
を
「
核
燃
料
物
質

同
表
三
の
項
中
「
空
港
保

を

五
八



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

山
口
県 山
農 口
業 県
試 農
験 業
場 試

山
口 山
県 平 口
条 成 県
例 十 農
第 八 業
二 年 試
十 三 験
三 月 場

２ １（ （
職 施

五 第 職 員 こ 行
三 員 の の 期

山 条 の 定 条 日
口 第 定 年 例 ）
県 五 年 等 は
立 号 等 に 、
こ を に 関 平

山
第 山 口
二 口 県

附 条 県 山 条
第 病 口 例

則 二 院 県 第
項 事 病 二
の 業 院 十
表 の 事 二

山
平 口 日
成 県
十 病
八 院
年 事
三 業
月 の

条 験
例 場

条（
昭 例
和 の
三 一
十 部
九 を
年 改
山 正
口 す
県 る

号 二 条
十 例
二 の
日 一

部
を
改
正
す
る
条
例

こ 次 関 す 成
ろ の す る 十
の よ る 条 八
医 う 条 例 年
療 に 例 の 四
セ 改 一 月（
ン め 昭 部 一
タ る 和 改 日
ー 。 五 正 か

十 ） ら
九 施
年 行

山 設 業 号
口 置 の
県 等 設
立 に 置
病 関 等
院 す に
静 る 関
和 条 す
荘 例 る
の 条（
項 昭 例
中 和 の

二 設
十 置
二 等
日 に

関
す
る
条
例
の
一
部

条 条
例 例
第
三
十
七
号
）
の
一
部

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

山 す
口 る
県 。
条
例
第
一
号
）
の
一

四 一「
山 十 部
口 一 を
県 年 改
立 山 正
病 口 す
院 県 る
静 条 条
和 例 例
荘 第
」 四

を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

を 十
五「

山 号
口 ）
県 の
立 一
こ 部
こ を
ろ 次
の の
医 よ

公
布
す
る
。

山
口
県
知
事

二

。 療 う
セ に
ン 改
タ 正
ー す
」 る
に 。
改
め
る
。

山
口
県
知
事

二

五
九

井

関

成

井

関

成



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

二

知
事
の
指
示
に

第 第（ （
一 の 三 利 三 職

利 十 用 十 員
こ 用 二 の 一 ）
の を 条 拒 条
条 拒 否
例 む 知 ） 花
又 こ 事 き
は と は 振

第
四 三 二 一 三

十
花 花 花 花 条
き き き き
に の の の 山
関 生 生 品 口
す 産 産 種 県
る 及 及 の 花

（
業 第 第 第 三
務 七 三 七
） 第 章 十 章 柑

七 を 条 中 き
章 第 第 第 つ

八 二 三 等
山 章 項 十 に
口 と 中 二 関

第 第 第
十 四 山 三
六 条 口 条
条 第 県 第
中 十 花 二

一 き 項「
の 号 振 の
各 中 興 表

従
わ
な
い
と
き
。

こ が 、 興
の で 花 セ
条 き き ン
例 る 振 タ
に 。 興 ー
基 セ に
づ ン 、
く タ 所
規 ー 長
則 を そ
に 利 の
違 用 他

普 び び 展 き
及 流 流 示 振
指 通 通 及 興
導 に に び セ
活 関 関 栽 ン
動 す す 培 タ
に る る 技 ー
関 情 研 術 （
す 報 修 の 以
る 並 に 実 下
こ び 関 証 「
と に す に 花

県 し 条 す「
花 、 又 を る
き 第 は 第 普
振 六 柑 三 及
興 章 き 十 指
セ の つ 五 導
ン 次 研 条 活
タ に 修 と 動
ー 次 生 し に

の 」 、 関
一 を 第 す
章 三 る

号 セ に「
」 普 ン 次
を 及 タ の
削 指 ー よ
り 導 う
、 活 に

動 加「
行 」 え
な の る
う 下 。
」 に
を

反 す 必
し る 要
た 者 な
と 職（
き 次 員
。 条 を

第 置
二 く
項 。
に
お

。 資 る 関 き
料 こ す 振
の と る 興
収 。 こ セ
集 と ン
及 。 タ
び ー
提 」
供 と
に い
関 う

「
を 、 十 こ
加 柑 一 と
え き 条 。
る つ を
。 研 第

修 三
生 十
又 四
は 条
利 と
用 す

「
「 （
行 以
う 下 柳
」 「
に 普
改 及 井
め 指
、 導
第 活 市
三 動
号 」

い
て
「
利
用
者
」
と
い
う
。

す 。
る ）
こ は
と 、
。 次

に
掲
げ
る
業
務

者 る
」 。
に
改
め
、
同
条
を
第
三

を と
第 い
四 う
号 。
と ）
し 」
、 を
第 加
二 え
号 る
の 。

）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

を
行
う
。

十
三
条
と
す
る
。

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ

六
〇



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

の
第 状
九 況
条 か
第 ら
三 み
項 て
中 」
第 に

山
第 山 口
六 口 県
条 県 山 条
第 営 口 例
七 住 県 第
号 宅 営 二
中 条 住 十

例 宅 五「

関
山 こ 市

平 口 の 」
成 県 条 附 に
十 営 例 改
八 住 は 則 め
年 宅 、 る
三 条 平 。
月 例 成

山
第 山 口
二 口 県
条 県 山 条
第 水 口 例
一 産 県 第
項 事 水 二
の 務 産 十
表 所 事 四

山 こ
平 口 の
成 県 条 附
十 水 例
八 産 は 則
年 事 、
三 務 平
月 所 成

五 改
号 め
及 る
び 。
第
六
号
を
削
り
、
第

又 条 号（
は 昭 例
既 和 の
存 二 一
入 十 部
居 七 を
者 年 改
若 山 正
し 口 す
く 県 る
は 条 条
」 例 例

二 の 十
十 一 八
二 部 年
日 を 四

改 月
正 一
す 日
る か
条 ら
例 施
を 行
こ す

山 等 務 号
口 設 所
県 置 等
防 条 設
府 例 置
水 条（
産 昭 例
事 和 の
務 三 一
所 十 部
の 五 を
項 年 改

二 等 十
十 設 八
二 置 年
日 条 四

例 月
の 一
一 日
部 か
を ら
改 施
正 行
す す

七
号
を
第
五
号
と
し
、
第
八

を 第
三「

、 十
既 一
存 号
入 ）
居 の
者 一
又 部
は を
」 次

こ る
に 。
公
布
す
る
。

中 山 正
口 す「

、 県 る
山 条 条
陽 例 例
小 第
野 十
田 号
市 ）
」 の
を 一

る る
条 。
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る

号
を
第
六
号
と
し
、
第
九
号

に の
、 よ

う「
に に
よ 改
り 正
、 す
」 る
を 。
「
そ

削 部
り を
、 次
同 の
条 よ
第 う
二 に
項 改
の 正
表 す
所 る

。

を
第
七
号
と
し
、
同
号
を
次

の 山
他 口既
存 県
入 知居
者 事
又
は
同 二
居

管 。 山
区 口域
の 県
欄 知中

事「
下
関
市 二
」

の
よ
う
に
改

六 め
一 る

。

者
の 井
世
帯
構 関
成
及
び 成
心
身

を
井「

山
陽
小 関
野
田
市 成
、
下



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

山
口
県
立
高
等
学
校

こ 別 山
の 表 口
条 附 第 県
例 二 工
は 則 佐 業
、 波 用
平 川 水
成 工 道

山
口 山
県 平 口

山 条 成 県
口 例 十 工
県 第 八 業
工 二 年 用
業 十 三 水
用 六 月 道

こ 第
の 九 ロ
条 附 条 年
例 第 を 配
は 則 三 経 偶
、 項 過 者
公 第 し 暴
布 十 て 力

七
イ う

て 。 配（
五 児 配 ） 偶
年 童 第 者偶
を 福 一 か者
経 祉 条 ら暴
過 法 第 の力

等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

十 業 条
八 用 例
年 水 （
四 道 昭
月 の 和
一 項 三
日 中 十
か 七「
ら 年
施 第 山
行 口
す 一 県

水 号 二 条
道 十 例
条 二 の
例 日 一
の 部
一 を
部 改
を 正
改 す
正 る
す 条
る 例

の 号 い 防
日 中 な 止
か い 等「
ら 第 も 法
施 八 の 第
行 号 十
す 」 条
る を 第
。 一「

第 項
六 の
号 規

し 二 暴防（
て 昭 項 力止
い 和 に の等
な 二 規 防法
い 十 定 止第
者 二 す 及三

年 る び条
法 被 被第
律 害 害三
第 者 者項
百 で の第
六 イ 保

例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

る 条
。 種 例

第
五

五 十
円 三
八 号
十 ）
銭 の

一
部

条 を
例 こ

こ
に
公
布
す
る
。

」 定
に に
改 よ
め り
、 裁
同 判
号 所
を が
同 し
項 た
第 命

三
十 又 護号
四 は にの
号 ロ 関規
） の す定
第 い るに
三 ず 法よ十 れ 律る八 か一 （
条 に 平時に 該 成保規 当 十

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

八 令
号 の
と 申
す 立
る て
。 を

行
つ
た
者
で

護定 す 三、す る 年配る も 法偶母 の 律者子 第暴生 三力活 十防支 一止援 号等施 。
法設 以

」
を
削
る
。

山
口
県
知
事

二

当
該
命
令
が
そ
の
効
力
を
生

第を 下
五い こ
条う の
の。 号
規） に
定に お
によ い
よる て
る保 「
保護 配
護が 偶

井

関

成

じ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五

又終 者
は了 暴
母し 力
子た 防
生日 止
活か 等
支ら 法
援起 」
施算 と

し 設 い

六
二



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

こ
の
条
例
は
、
平
成

第 （
四 職 第 第
条 員 四 五

附 ） 条 条
野 を 中

則 外 第 「
活 五 一
動 条 に
セ と 」

山
第 山 口
八 口 県 平
条 県 山 条 成
を 青 口 例 十
削 少 県 第 八
り 年 青 二 年
、 野 少 十 三
第 外 年 八 月

山 こ 別
口 の 表
県 条 附 山
青 例 口
少 は 則 県
年 、 立
野 平 下
外 成 関

山
山 口
口 県 平
県 山 条 成
立 口 例 十
高 県 第 八
等 立 二 年
学 高 十 三
校 等 七 月

十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

ン し を
タ 、 「
ー 第 い
に 三 ず
、 条 れ
所 の か
長 次 に
そ に 」
の 次 に
他 の 改
必 一 め
要 条 、

七 活 野 号 二
条 動 外 十
を セ 活 二
第 ン 動 日
八 タ セ
条 ー ン
と 条 タ
し 例 ー
、 条（
第 昭 例
六 和 の
条 四 一

活 十 第
動 八 一
セ 年 高
ン 四 等
タ 月 学
ー 一 校
条 日 の
例 か 項
の ら を
一 施 削
部 行 る
を す 。

等 学 号 二
条 校 十
例 等 二

条 日（
昭 例
和 の
三 一
十 部
九 を
年 改
山 正
口 す

る
。

な を 同
職 加 条
員 え を
を る 第
置 。 六
く 条
。 と

す
る
。

を 十 部
第 九 を
七 年 改
条 山 正
と 口 す
す 県 る
る 条 条
。 例 例

第
三
号

改 る
正 。
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

県 る
条 条
例 例
第
五
十
一
号
）
の
一

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

布
す
る
。

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

正 山
す 口る
。 県

知
事

二

。 山
口
県
知
事

二

六
三

井

関

成

井

関

成



平 水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

１

こ
の
条
例
は
、
平

（
施 第
行 二 山
期 附 条 口
日 の 県
） 則 表 小山 郡口

警県
察

を 域
次 の

山 山 の 欄
よ 中口 口
う県 県 「
に 及山 防 改 び口 府 め 山

警 警 る 口
察 察

県
第 柳 第 警
二 柳 井 二 察
条 井 警 条 署
の 市 察 の の
表 署 表 名
山 の 山 称
口 項 口 、
県 管 県 位

山
口 警
県 平 察

警 条 成 署
察 例 十 の
署 第 八 名
の 二 年 称
名 十 三 、
称 九 月 位

成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

下
関 署
水
上
警 山
察
署 口
の
項 市
を
削
る 郡砂郡山

。 県
署 署 周

南
西

山 防 警
察

口 府 署
」

市 市 を
削
り

山 防 、

玖 轄 岩 置
珂 区 国 及
西 域 警 び
警 の 察 管
察 欄 署 轄
署 を の 区
の 次 項 域
項 の 管 に
名 よ 轄 関
称 う 区 す
の に 域 る
欄 改 の 条

、 号 二 置
位 十 及
置 二 び
及 日 管
び 轄
管 区
轄 域
区 に
域 関
に す
関 る
す 条

す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の

。 真町船口
名、倉市
、陶町の
小、、う
郡鋳小ち
上銭郡小
郷司緑郡
、、町御
小名、幸
郡田小町
下島郡、

口 府 同
市 市 表

山（
山 口
口 県
県 周
小 南
郡 西
警 警
察 察
署 署

中 め 欄 例
る 中「 （

山 。 昭「
口 山 和
県 口 二
玖 県 十
珂 柳 九
西 井 年
警 警 山
察 察 口
署 署 県

る 例
条 の
例 一
の 部
一 を
部 改
を 正
改 す
正 る
す 条
る 例

表
山
口
県
防
府
警
察
署
の
項

郷、花小
、秋園郡
秋穂町黄
穂二、金
東島小町
、、郡、
秋嘉前小
穂川田郡
西、町高
、江、砂
阿崎小町

の の
管 項
轄 を
区 削
域 り
を 、
除 同
く 表
。 山
） 口

県

」 及 条
を び 例

山 第「
山 口 二
口 県 十
県 玖 七
岩 珂 号
国 西 ）
西 警 の
警 察 一
察 署 部

条 を
例 こ

こ
に
公
布
す
る
。

か
ら
山
口
県
小
郡
警
察
署
の

知、郡、
須深若小
溝草郡
、町大
佐、江
山小町
、郡、
小平小

防
府
警
察
署
の
項
か
ら
山
口

署 」 を
」 を 次
に の「
改 山 よ
め 口 う
、 県 に
同 岩 改
表 国 正
山 西 す
口 警 る
県 察 。

山
口
県
知
事

二

項
ま
で
の
改
正
規
定
（
山

県
小
郡
警
察
署
の
項
ま
で

周 署
南 」
警 に
察 改
署 め
の 、
項 同
管 表
轄 山
区 口

井

関

成

六
四



平成 水曜日年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

２

別 山
表 口
第 県
一 使
の 用
５ 料
の 手

１（ （
山 施 山
口 こ 行 口
県 の 期 附 県
使 条 日 障
用 例 ） 則 害
料 は 者
手 、 更
数 平 生

山
口 山
県 平 口

山 条 成 県
口 例 十 障
県 第 八 害
障 三 年 者
害 十 三 更
者 号 月 生

３
る 山 規 会
。 前 口 定 、

県 に 山項
山 よ 口の
口 る 県規
警 定 山定
察 数 口に
署 を 警よ

２ （
協 は 警 口

山 公 察 県議
口 安 署 小会
県 委 協 郡又
下 員 議 警は
関 会 会 察山
水 は の 署口
上 、 委 の県

表 数
五 料
の 条
項 例
を （
次 昭
の 和
よ 三
う 十
に 一
改 年
め 山

料 成 セ
条 十 ン
例 八 タ
の 年 ー
一 七 条
部 月 例
改 一 （
正 日 昭
） か 和

ら 五
施 十
行 七

更 二 セ
生 十 ン
セ 二 タ
ン 日 ー
タ 条
ー 例
条 を
例 廃
を 止
廃 す
止 る
す 条

協 超 察り
議 え 署委
会 る 協嘱
又 と 議さ
は き 会れ
山 は 又る
口 、 は委
県 同 山員
下 条 口の
関 の 県任
警 規 下期
察 定 関

警 こ 員 項下
察 の に に関
署 条 関 係警
協 例 す る察
議 の る 部署
会 施 特 分協
の 行 例 に議
委 の ） 限会
員 日 るの
で の 。委
あ 前 ）員
る 日 は

る 口
。 県

条
例
第
一
号
）
の
一
部

す 年
る 山
。 口

県
条
例
第
二
十
一
号

る 例
条 を
例 こ

こ
に
公
布
す
る
。

は
署 に 警、
協 か 察警
議 か 署察
会 わ 協署
の ら 議協
委 ず 会議 員 、 の会 の 当 委条 定 該 員例 数 数 で第 と を あ

を
者 に 、委
の お 公嘱
う い 布す
ち て のる か 現 日こ ら に かと 、 山 らが そ 口 施で れ 県 行き ぞ 柳 する れ 井 る

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

）
は
、
廃
止
す
る
。

五 す も る条 る っ 者第 。 て の一 、 数項 そ が本 れ 警文 ぞ 察の れ 署
規 山 協
定 口 議
に 県 会

。 山 警 。こ 口 察の 県 署場 岩 協合 国 議に 警 会お 察 、
い 署 山
て 協 口
、 議 県
山 会 周

山
口
県
知
事

二

か 岩 条
か 国 例
わ 警 （
ら 察 平
ず 署 成
、 協 十
平 議 三
成 会 年
十 、 山
九 山 口
年 口 県

口 、 南
県 山 西
岩 口 警
国 県 察
警 周 署
察 南 協
署 警 議
協 察 会
議 署 、
会 協 山
、 議 口

六
五

井

関

成

五 県 条
月 周 例
三 南 第
十 警 二
一 察 号
日 署 ）
ま 協 第
で 議 四
と 会 条
す 、 の

山 会 県
口 、 防
県 山 府
周 口 警
南 県 察
警 山 署
察 口 協
署 警 議
協 察 会
議 署 又



平平平
成成

水曜日成 年 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

十十
八八
年年
三三
月月
二二
十十
二二
日日
発印
行刷

十 別
九 表

第削 一除 の
４
の

３ ２ １（ （
山 経

山 口 こ 過 こ
口 県 の 措 の
県 使 条 置 条
使 用 例 ） 例
用 料 の は
料 手 施 、
手 数 行 平

山（
施 危 口
行 険 県
期 附 な 危 条
日 動 険 例
） 則 物 な 第

の 動 三
飼 物 十
養 の 一

危
平 険
成 な 五
十 動 削八 物 除年 の
三 飼
月 養

発発
行行
人所

山山
口口
県
県

表
十
九
の
項
を
次
の
よ
う
に
改

数 料 前 成
料 条 に 十
条 例 し 八
例 の た 年

一 行 六（
昭 部 為 月
和 改 に 一
三 正 対 日
十 ） す か
一 る ら
年 罰 施
山 則 行

等 飼 号
の 養
規 等
制 の
に 規
関 制
す に
る 関
条 す
例 る

条（
昭 例

二 等
十 の
二 規
日 制

に
関
す
る
条
例
を
廃知

事庁

定
価
一
箇
月

金

め
る
。

口 の す
県 適 る
条 用 。
例 に
第 つ
一 い
号 て
） は
の 、
一 な
部 お

和 を
五 廃
十 止
五 す
年 る
山 条
口 例
県
条
例
第

止
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

二
千
七
百
円
（
送
料
共
）

を 従
次 前
の の
よ 例
う に
に よ
改 る
正 。
す
る
。

二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

す
る
。

山
口
県
知
事

二

井

関

成

六
六


